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（午前 ９時００分 再開） 

 

○浜口一利委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから、予算決算委員会を再開します。 

  本日は、特別会計５件と企業会計１件の当初予算を審査をいたします。 

  予算審査も４日目となって委員の皆様方もお疲れかとも思いますけれども、今日も１日どうかよろしくお願

いをいたします。 

  早速ですが、議案第６７号、令和３年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算について担当課長の説明を求めま

す。 

  健康福祉課長。 

○中井健康福祉課長 改めまして、おはようございます。健康福祉課、中井でございます。 

  議案第６７号、令和３年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算について説明申し上げます。 

  当初予算書の２６７ページをご覧ください。 

  令和３年度鳥羽市介護保険事業特別会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ２７億１,０００万円で、前年よ

り１,４００万円、約０.５２％の増額となっております。 

  令和３年度は、第８期介護保険事業計画の初年度となります。新たな計画の策定に伴い、介護保険料は条例

改正議案のとおり基準月額が６,７７０円となり、前期と比べ１８０円、率にして２.６％の減額となります。

第８期計画におきましても、これからの事業運営を見据える中で介護予防や自立に向けた取組を行い、できる

だけ保険料の上昇を抑制していくように努めていきたいと考えております。事業計画といたしましては、これ

までの取組と同様に推進していくもののほかに、高齢者の保険事業と介護予防を一体的に行っていくことや成

年後見制度の利用促進等を深化させていくことを盛り込むなど、高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしく暮

らしていけるよう努めていくものとしております。 

  令和３年度は介護保険としての給付事業に関しましては、介護報酬は上昇したものの、給付に関する事業は

大きく変わることはありませんが、新型コロナウイルス感染症による外出制限の影響などに伴う筋力低下が懸

念されることから、コロナ禍であっても実施できる介護予防の取組の推進や、見守りネットワーク事業をはじ

めとする地域住民同士の見守りによる孤立の防止等に努めていきたいと考えております。 

  それでは、予算の内容につきまして、先に予算説明資料により歳出を説明させていただき、その後に予算書

により歳入の説明をさせていただきます。 

  それでは、予算説明資料の１６１ページをご覧ください。 

  最初に、上段の総務給与等管理費では、予算額５,９７８万８,０００円を計上しております。内容としまし

ては職員人件費等であり、内容は前年度と大きな変動はございません。 

  次に、下段の介護サービス等諸費給付事業では、予算額２５億４,７００万円を計上しております。説明欄

のとおり、医療費等負担金につきましては、在宅系サービス費が１１億７,３７０万６,０００円、施設系サー

ビス費は１３億７,３２９万４,０００円で、全体では前年度と比較して１,７００万円、約０.７％の増となっ

ております。この予算額につきましては給付実績に基づいて計上させていただいておりますが、増加要因の主
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なものといたしましては、ここ数年は近隣市町における入所施設の新設もなく、施設サービス費の伸びが落ち

ているものの、法改正による介護報酬の上昇等に起因したものと考えております。 

  次に、１６２ページの上段の介護予防・生活支援サービス事業では、予算額３,４８５万４,０００円を計上

しております。内容としましては、要支援者の能力を最大限に生かしつつ多様なサービスを提供することを目

的に、介護予防・日常生活支援総合事業を行っております。事業内容に前年度と大きな変動はございません。 

  次に、同ページ下段の包括的支援事業・任意事業では、予算額６,４４３万５,０００円を計上しております。

内容としましては、包括支援センターの運営に係る経費を計上しており、地域ケア会議の充実や在宅医療介護

との連携や認知症施策の推進に努めてまいります。増加要因の主なものといたしましては、相談業務の増加に

伴う会計年度任用職員の１名増員及び５年に一度発生する電算システムのライセンス更新料等による増となり

ます。事業内容に前年度と大きな変動はございませんが、５７６万円の増となります。 

  なお、昨年まで予算に計上しておりました財政安定化基金償還金につきましては、第７期が借入れを行うこ

となく健全な事業運営ができたことから、第８期における償還金の支出はございません。 

  歳出は以上となります。 

  それでは、続いて歳入について説明をさせていただきますので、当初予算書の２７２ページ、２７３ページ

をご覧ください。 

  介護保険事業における歳入はおおむね給付に基づいたものであり、国・県・市と各々の負担割合に基づき計

上されているところにつきましては部分的に省略して説明をさせていただきますので、ご理解のほどをお願い

いたします。 

  では、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料でございます。予算額は５億１,７８０万

８,０００円を計上しており、前年度より１,３７２万３,０００円の減となっております。 

  １節現年度分特別徴収保険料では４億８,６２９万９,０００円を計上しており、前年度より１,３７２万

３,０００円の減となっております。要因といたしましては、１号被保険者数はほぼ横ばいの中で標準月額が

減額となったことに加え、特別徴収と普通徴収対象者割合変更や所得階層の変動に伴うものと思われます。収

納率は１００％としております。 

  節２現年度分普通徴収保険料では３,０１８万９,０００円を計上しており、特別徴収と同様に標準月額、対

象者、所得階層など内容的には変動はあるものの、予算としては前年度と同額で計上しております。収納率は

８７％としております。 

  節３滞納繰越分普通徴収保険料では１３２万円を計上しており、前年度と同額としております。収納率は

１５％としております。 

  次に、２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金につきましては、予算額４億４,１０１万

１,０００円を計上しております。給付費の増加に伴い、前年度より２３２万８,０００円の増となっておりま

す。 

  続いて、２項国庫補助金、１目調整交付金につきましては、予算額１億９,０９２万１,０００円を計上して

おります。前年度より１３０万１,０００円の増となっております。この要因は、後期高齢者や低所得者の割

合の増加により、調整交付金の交付率が高くなったことによるものでございます。 
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  続いて、２目地域支援事業交付金につきましては、予算額３,１１３万３,０００円を計上しております。前

年度より２３３万５,０００円の増となっております。これは、包括支援センターの会計年度任用職員の増員

やシステム更新料等の経費が増額になったことによるものでございます。 

  次に、３款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金につきましては、予算額６億

８,８０６万２,０００円を計上しております。前年度より４５９万円の増となっておりますが、これはサービ

ス給付費の増額に伴うものでございます。 

  続いて、２目地域支援事業支援交付金につきましては、予算額８５４万４,０００円を計上しております。

前年度より１５万８,０００円の増となっておりますが、これは要支援者に対する総合事業に係るケアプラン

作成が減少したことに伴い、補助対象経費が増加したことによるものでございます。 

  続いて、予算書の２７４ページ、２７５ページをご覧ください。 

  県支出金においても、国庫支出金とおおむね同様の理由で予算額の増減がございます。 

  ４款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金です。予算額は３億８,７２１万２,０００円を計上し

ており、介護給付費等の増加に伴い、前年度より３１９万７,０００円の増となっております。 

  次に、２項県補助金、１目地域支援事業交付金につきましては、予算額１,６３５万７,０００円を計上して

おり、前年度より１１８万２,０００円の増となっております。 

  続いて、２目訪問介護利用者負担軽減事業費補助金につきましては、予算額７万５,０００円で、前年度よ

り６万円の減額となっております。 

  次に、５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金につきましては、予算額は３億

１,８５４万７,０００円を計上しております。介護給付費等の増により、前年度より２１２万５,０００円の

増となっております。 

  続いて、２目地域支援事業繰入金につきましては、予算額１,６３５万７,０００円で、前年度より１１８万

２,０００円の増となっております。 

  １節介護予防・日常生活支援総合事業繰入金で予算額３９５万５,０００円、２節包括的支援事業・任意事

業繰入金で予算額１,２４０万２,０００円を計上しております。この１目介護給付費繰入金及び２目地域支援

事業繰入金の合計が、サービス給付費等に対する市負担分として一般会計より繰り入れる分となります。合わ

せて前年度より３３０万７,０００円の増となっております。 

  次に、３目その他一般会計繰入金について説明をさせていただきます。 

  １節職員給与費等繰入金では、予算額１,９６９万９,０００円を計上しており、職員の異動等により前年度

より１６４万８,０００円の増となっております。 

  ２節事務費繰入金では、予算額４,０５６万７,０００円を計上しており、前年度より２０８万３,０００円

の減となっております。 

  ３節保険料負担軽減繰入金は、予算額３,０００万円で、これは１号被保険者保険料の軽減措置に伴う公費

負担分で、一度、一般会計に歳入された国・県負担分と市負担分を合わせて繰り入れるものでございます。前

年度より１,０６６万８,０００円の増となっております。 

  次に、２７６、２７７ページをご覧ください。 
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  ６款繰越金及び７款諸収入、１項延滞金加算金及び過料並びに２項の雑入、１目第三者納付金につきまして

は、前年度と変わりございません。 

  最後に、２目雑入では、予算額３５９万６,０００円を計上しており、前年度より８４万８,０００円の減と

なっております。要因の主なものといたしましては、総合事業に係るケアプラン作成収入の減少によるもので

ございます。 

  歳入の説明は以上です。 

  これで介護保険事業特別会計予算の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑を受けたいと思います。ございませんか。 

  坂倉委員。 

○坂倉広子委員 おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。 

  １６１ページ、介護サービス等諸費給付事業についてお伺いをいたします。 

  在宅で生活しながら利用する訪問介護サービス（ホームヘルプサービス）、通所介護サービス（デイサービ

ス）のことでお伺いしたいと思います。鳥羽市社協さんが移行されましたですよね。民間事業者さんのほうに

スタッフ、従業員の方が全部変わったというちょうど変換期だったと思うんですが、利用する方の、要は在宅

のサービスをしている鳥羽市における人数というのを教えていただけますか。在宅サービスをしている人、通

所サービスをしている人数はお分かりでしょうか。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 数というところまではちょっとこちらでは計上していないんですけれども、社協さん、民間の

という話なんですが、社協さんが訪問介護の部分の事業をやめられて、民間のほかの事業者さんがその分代わ

りをしていただいているというところで、ちょっと人数までは今資料を持っていないんですけれども、ただ移

行されて、これまで使われていた方はそのまま利用していただいているというところであります。 

  以上です。すみません。 

○浜口一利委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 何が聞きたいかと申しますと、移行されたことによるサービスが低下せずきちんと在宅のほう

あるいは通所のほうがされているのかということをお伺いしたいことが１点と、それとやはり本土で利用サー

ビスをされている方と鳥羽市における離島でのサービスを受けている方のそこのところがどれだけの方がいら

っしゃるのかということも教えていただきたいんですが、分かりますでしょうか。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 まず、問題なくされているかというところなんですが、市内に訪問介護であるとか通所介護の

事業所は社協さん以外にもたくさんありますので、違うところの事業所で利用していただいているというとこ

ろで、そこは休止、廃止されても問題なかったのかなというふうに認識をしております。 

  あと、本土と離島の方の利用の状況等に関しても、なかなか離島から本土側のサービスを使おうと思うと船

賃がかかったりとか大変なところもあるんですが、その部分、船賃かかる部分は船賃助成ということで一般会

計のほうで予算を計上しておりまして、離島の方も利用しやすいようにというところでその格差がないように
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というところは以前から取り組んでいるところです。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 坂倉委員。 

○坂倉広子委員 ありがとうございます。 

  うまく移行されたということと、それと今問題なく離島の方も利用していただいているということでありま

すので、何を心配するかと言いますと、やはり今回本当に目に見えない新型コロナウイルスの中で巣籠もりに

なってしまっている、そういうところもちょっと心配しておりますので、そういう対策は事業者さんがちゃん

としていただいていると思っておりますが、やはりリハビリを体を動かすということがいかに大事になってく

るかという問題等もあろうかと思いますので、またそこのところもどうぞお願いしたいところでございます。 

  委員長、以上です。 

○浜口一利委員長 サービスの低下もないということと運動と離島の利用状況もいろいろ支援していくというこ

となので、委員の聞きたいところはそういうところかと思うので。 

○坂倉広子委員 そうです。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 １点、確認します。 

  歳入２７４ページ、繰入金、その他一般会計繰入金は、１、２、３項区分とも保険料負担軽減繰入金の

３,０００万円も含めて法定内の繰入金というに理解してよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 辻川課長補佐。 

○辻川課長補佐 法定内の繰入れということでお願いします。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 戸上委員、よろしいですか。 

○戸上 健委員 了解です。結構です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため休憩いたします。 

（午前 ９時２２分 休憩） 

─────────────── 

（午前 ９時２５分 再開） 

○浜口一利委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、議案第６６号、令和３年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算について担当課長の説明を求めま

す。 

  市民課長。 

○山下市民課長 おはようございます。市民課、山下です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第６６号、令和３年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算の説明をさせていただきます。 
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  予算書のほうをお願いします。２４１ページをご覧ください。 

  歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億５,０００万円とするものでございます。前年度より

１億４６０万円の減で計上させていただきました。 

  歳出のほうからお願いします。 

  予算書は２５０、２５１ページのほうお願いします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、総務給与等管理経費で、４,８６４万７,０００円でござい

ます。前年度比較しますと５,１７８万９,０００円の減少になっております。主な要因は、令和２年度に国保

の標準システムを導入したことによる経費の皆減によるものです。 

  ２目国民健康保険団体連合会負担金、県国保団体連合会負担金は、前年度とほぼ変わりございません。 

  続きまして、予算書２５２、２５３ページのほうをお願いします。 

  ２項徴収費、１目、説明欄とも賦課徴収費、それから３項運営協議会費、１目運営協議会費ともに、前年度

とほぼ変わりございません。 

  続きまして、予算書は２５４、２５５ページをお願いします。予算の説明資料のほうです。こちらのほうは

１５７ページをお願いします。上段のほうになります。 

  ２款保険給付費でございます。全体では２０億６,８５１万１,０００円になり、令和２年度と比較しますと

３,９２０万円の減額となっております。 

  １項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費、一般被保険者療養給付費負担金で、１７億５,２８０万円で

ございます。一般被保険者の療養の給付に係る費用で、前年度比較しますと２,３５５万２,０００円の減額と

なっており、こちらのほうは給付費の伸び率を勘案し、計上しております。一般被保険者数は、昨年度と比較

しますと１３９人減少しております。財源のほうは、保険給付費等交付金、普通交付金のほうが全額交付され

ることになっております。 

  続きまして、説明資料のほうは下段のほうになります。 

  ２目一般被保険者療養費、一般被保険者療養費負担金で１,４２０万円で、一般被保険者の療養費に係る費

用として計上いたしております。前年度と比較しますと２７６万５,０００円の減少でございます。 

  続きまして、予算書のほうの２５４、２５５ページになりますが、３目審査支払手数料、こちらのほうは診

療報酬の審査及び支払いに係る経費で、前年度とほぼ変わりございません。 

  予算資料の１５８ページ、次ページになります。お願いします。 

  上段のほうになりますが、２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費、一般被保険者高額療養費負担金

で、２億８,３８１万６,０００円になります。一般被保険者の高額療養費に係る費用を計上いたしました。前

年度比較しますと１,０９９万２,０００円の減額でございます。 

  予算書の同ページになりますけれども、２目の高額介護合算療養費は、前年度と変わりございません。 

  予算書のほうです。２５６、２５７、お願いします。 

  ３項移送費、１目一般被保険者移送費で、一般被保険者移送費負担金で、こちらのほうは前年度と変わりご

ざいません。 

  ４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、９２４万円でございます。前年度と比較しますと８４万円の減
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額となっております。 

  続きまして、２目の審査支払手数料は、前年度とほぼ変わりございません。 

  続きまして、５項葬祭諸費、１目葬祭費、葬祭費で、２４０万円でございます。前年度比較しますと３５万

円の減額になります。 

  続きまして、予算書は２５６の一番下段のほうになります。そちらのほうから２５９ページまでになります。

予算の概要資料のほうは１５８ページの下段の一般被保険者医療給付費分から、次ページの１５９ページの介

護納付金までの分で説明をずっとさせていただきます。 

  ３款国民健康保険事業費納付金で、全体では７億７,３３２万９,０００円となっております。前年度比較し

ますと１,７９９万１,０００円の減額になっております。 

  そのうち、一般被保険者医療給付費分としまして５億２,５５０万３,０００円、こちらのほうは前年度と比

較すると４５８万８,０００円増額しております。 

  続きまして、高齢者支援金分のほうですが、１億７,８３１万５,０００円、前年度比較しますと５９２万

１,０００円減額となっております。 

  介護納付金です。６,９５１万１,０００円で、前年度比較しますと１,６６５万８,０００円の減になってお

ります。 

  以上、この三つの納付金は国保財政の県一元化に伴いまして、三重県のほうに納めるための納付金でござい

ます。県から全ての市町村から提供されたデータを基に三重県のほうが三重県全体の総医療費を推計しまして、

そこから国の交付金等を控除して算出した金額を各市町の医療費の増減とか被保険者数、年齢構成等を加味し

て配分するものとなっております。今回、県が算定に用いました三重県全体の保険給付の総額は、前年度より

０.２４％増加を見込んでおります。 

  今回、鳥羽市については、納付金が昨年度と比べ減額になっております。その要因としますのは、２点ござ

います。１点目は、令和元年度の決算剰余金が出ております。県全体で２７億８,０００万円出ておりまして、

その一部６億９,９９７万円を増額の抑制のために活用しております。これが１点目です。２点目は、前期高

齢者の交付金の増額、そして国の確定係数によりまして県全体の納付金金額が減額となっております。鳥羽市

については、後期高齢者支援金と介護納付金に県のほうから１,０３１万８,０００円繰入れをされております。 

  続きまして、予算書の２５８、２５９ページです。 

  ４款の共同事業拠出金は、前年度とほぼ変わりございません。 

  予算書同じく２５８、２５９ページで、資料のほうは１６０ページの上段になります。 

  ５款保健事業費、１項保健事業費、１目保健衛生普及費で、１,５１７万１,０００円を計上いたしました。

令和３年度も人間ドックや脳ドックを実施しまして、疾病の早期発見・早期治療に寄与することで健康維持増

進に取り組んでいきたいと思います。 

  予算書は続きまして２６０、２６１ページをご覧ください。資料のほうは１６０ページの下段のほうになり

ます。 

  ２項特定健康診査等事業費、１目特定健康診査等事業費で、３,２８６万６,０００円を計上いたしました。

令和３年度は特定健康診査の受診率向上のため、これまで同様の自己負担額の無料化、そして勧奨通知に加え
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まして、民間の力をおかりしまして受診勧奨通知やコールセンター利用の委託費を新規で計上しております。 

  続きまして、予算書の２６０、２６１ページですが、６款基金積立金、１項基金積立金は、前年度とほぼ変

わりございません。 

  予算書の２６２ページ、２６３ページの諸支出金、予備費のほうも前年度と変わりございません。 

  続きまして、歳入のほうを説明させていただきます。 

  戻っていただきます。予算書のほうは２４６、２４７ページです。 

  本年度予算額欄のほうをご覧ください。 

  １款国民健康保険税につきましては、一般分５億４,５６４万９,０００円、退職分で１万４,０００円、合

わせて５億４,５６６万３,０００円を計上しております。令和３年度は、２年度のコロナ減免前の調定額から

所得の減少や被保険者の減少から、９３％の伸び率を見込んでおります。収納率については、令和２年度同様

の現年分９５.４％、滞納繰越分２９％で計上しました。 

  続きまして、２款県支出金につきましては、保険給付費等負担金で２１億３,７５５万５,０００円でござい

ます。そのうち１の普通交付金は２０億４,９３６万６,０００円で、こちらは保険給付費に充てるための交付

金でございます。未納特別交付金のほうですが、８,８１８万９,０００円で計上しており、こちらは保険者努

力支援や特定健診その他事業に充てるための交付金でございます。 

  続きまして、３款財産収入のほうは、前年度とほぼ変わりございません。 

  続きまして、予算書のほうは２４８、２４９ページのほうをご覧ください。 

  国保事業特別会計に対する一般会計の繰入金でございます。４款繰入金、２繰入金で、２億３,３７５万

５,０００円を計上いたしました。 

  説明欄のほうをご覧ください。 

  １から５までは法定内の繰入金になります。こちら合計額で２億２,３３７万５,０００円で、保険基盤安定

に対しましては１億４,６６０万７,０００円、財政安定化に対しましては１,７６２万４,０００円、事務費に

対しましては５,９４６万４,０００円、６のその他一般会計繰入金につきましては法定外繰入金になりまして

１,０００万円となり、人間ドックや特定健診に係る事業に充当する分でございます。 

  続きまして、５款繰越金は、２,５００万円を見込んでおります。 

  次の６款諸収入は、延滞金として６００万円、第三者納付金、雑入合わせまして２０１万３,０００円を計

上しております。 

  以上で国民健康保険事業特別会計の説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。鳥羽市国民健康保険事業特別会計、全部。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 最後になりますが、１６０ページの予算説明書の特定健診等事業費についてお尋ねいたします。 

  この中見ますと、生活習慣病の予防のため４０歳から７４歳の被保険者を対象とあります。この実施率につ

いては、ここに書いてありますように国・県から交付される特別交付金の評価対象となるところで、非常にこ

れが受診率等の向上が重要な課題というふうに書いてありますけれども、現在いろんな取組されていると思う
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んですけれども、現在の受診率と目標とされている受診率はどの辺かちょっとお尋ねさせていただいてよろし

いでしょうか。 

○浜口一利委員長 寺田係長。 

○寺田係長 保険年金係の寺田です。よろしくお願いいたします。 

  令和元年度の受診率は５３.１％となりました。こちらの数字は県内で３番目の数字となっております。国

の目標としては６０％を目指しているところなんですけれども、鳥羽市の計画としては、今の年度で５４％だ

と思うんですけれども、ちょっとごめんなさい、正確な数字は言えないんですけれども、評価の中では６０％

を目指すということが基準となっております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ３番目というのは上から３番目ということでよろしいですね。高い数字やけれども、非常に評

価のところに関わってくるので、目標としては６０％目指して頑張っているというところですね。 

  また、こういうところがすごく大事なところだと思いますので、非常に高い数字、維持してもらっています

けれども、さらに目標に向かえるように周知のほう、よろしくお願いしたいなと思います。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 ちょっと補足をさせていただきたいです。 

  特定健診、県下で上位の受診率になっていますが、特定健診で次に保健指導というのがございます。特定健

診で少し生活習慣病とかに関わることで保健指導をしていただきたい人がいるんですが、その人に対してアプ

ローチができているかできていないかという保健指導の率が１１.１％です。特定健診で５０％の方が受けて

いただいても、それから保健指導につなげて１１％の方しか保健指導を受けていただけないというのが今現状

としてあります。ですので、市としては特定健診の受診率を上げ、プラス保健指導の受診率を今以上に向上さ

せなければ健康寿命の延伸にはつながらないと思いますので、頑張っていきたいと思います。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございます。 

  今言った特定健診と及びと書いてあります。指導実施率のところで、合わせてということですね。それで、

今その実施率のところが非常に低いというところが課題だということで、よろしくお願いしたいと思います。 

○浜口一利委員長 関連でございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、他にございませんか。 

  ぞれぞれの人間ドックどうですか、よろしいですか。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 ３点、お聞きします。 

  １点目、予算書２４４ページで国民健康保険税が対前年度３,６００万円減少して、昨年も５,４６８万円減

少しております。昨年と今年合計で９,０００万円、保険税としては減少という計上です。これは市民の国保
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税の負担がそれだけ減ったという理解でよろしいでしょうか。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 戸上委員の言われる減ったという意味合いでは、１人当たりの総所得が減っておりまして、

１人当たりの税額についても３,２００円ほど減っておりますので、減ったという形にはなりますが、所得が

減った部分であったりとかというところになりますので、減ったというのかどうか。 

  あとは、人数であったりとか軽減判定の拡大で税金が減っているところもありますので、そういう意味では

負担は減っているというふうな認識でいます。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 ２点目、その点についてお聞きします。 

  ２４６ページで、税務課長が答弁した中身を少し詳しく教えてください。保険税で世帯平均で幾ら、それか

ら１人当たり平均で幾ら、そして国保世帯の所得、これは年間で幾らか。 

  それで、もう一つ、これ毎年聞いていますもので、準備していただいとるというふうに思うんです。４人家

族のモデルケースで、所得幾らで税額は幾らかというのを教えて下さい。 

○浜口一利委員長 税務課長。 

○勢力税務課長 ちょっと順番前後するか分かりませんけれども、１人当たりの総所得は先ほどちょっと先に言

わせていただきましたが、令和３年で７５万２,７４４円、前年より４万４６５円の減となっております。

１世帯当たりの総所得については１２９万７,４８８円で、前年より７万６,６６９円減となっております。 

  税については先ほど少し言いましたが、１人当たりの調定額で８万７,５１０円、前年より３,２８８円の減、

１世帯当たりですと１５万８４０円で、６,４６０円の減となっております。 

  総所得はよろしいですか、１人当たりの。 

○戸上 健委員 それで結構です。 

○勢力税務課長 モデルケースなんですが、私、去年この場で答えた部分でちょっと違うところがありましたの

で、昨年より大きく減るか分かりませんが、モデルケース、４人家族、夫婦子供２人、２人は学生で夫婦につ

いては４０歳未満、所得については２００万円という形で昨年は３３万７,０００円ほどで計算させていただ

いたんですが、そのときに２００万円は去年は３３万円、ここでスタートの額で計算していましたので、今年

はその２００万円から３３万円引いた後の数字で答えさせていただきます。今年、令和３年からその３３万円

引くところが４３万円という１０万円増えましたので、さらに１０万円分減っておりまして、ごめんなさい、

回りくどかったんですが、国民健康保険税のほうとしましては２６万７,１００円になります。 

  私が昨年答えさせてもらった３３万７,０００円の回答については、軽減判定をちょっと見ておりませんで

したので、今実際に折で計算すると２割軽減になっていますので、均等割、平等割については２割軽減も含め

ておりますので、昨年より大幅に減っているというのはそういう意味合いになりますので、申し訳なかったで

すけれども、よろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 了解です。 

  僕、決算のときに言うたか、去年のこの場で言うたか、毎年そういうデータを聞くもので、説明資料に書い
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ておいてほしいというお願いをしました。これまた検討しておいてください、次年度で結構です。 

  委員長、続けてよろしいですか。 

○浜口一利委員長 どうぞ。 

○戸上 健委員 ３点目、２４９ページの一般会計繰入金について、これは市民課長、確認です。 

  介護と比べて国保のほうは法定外の繰入れということです。昨年より３００万円減っております。法定外の

一般会計から繰り入れられた額が３００万円減少したと、収入がそれだけ減ったということになります。先ほ

どの市民課長の説明では、人間ドックと特定健診、これは鳥羽は無料にしていますもので、それの費用にこれ

を充てておりますということでした。その二つが対象者が減ったために一般会計からの法定外繰入れ３００万

円減少したという理解でよろしいんでしょうか。 

○浜口一利委員長 市民課長。 

○山下市民課長 対象者が減ったので、この金額が減ったという直接の原因ではなくて、財政と調整の中でこの

金額で充当できるということで、結果として１,０００万円になったということになります。 

○戸上 健委員 分かりました。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、続いて議案第７０号、令和３年度鳥羽市後期高齢者

医療特別会計予算について担当課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○山下市民課長 議案第７０号、令和３年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算の説明をさせていただきます。 

  予算書は３３５ページのほうをご覧ください。 

  歳入歳出の予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億４,８００万円とするものでございます。前年度より

１,３２０万円の増で計上させていただきました。 

  まず、歳出の説明をさせていただきますので、予算書のほうは３４２ページ、３４３ページ、お願いします。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目、説明欄とも一般管理費で、１,５９６万５,０００円でございます。医

療制度におけます諸申請の受付事務に係る事務的経費など、人件費などを計上しております。 

  続きまして、２項１目、説明欄とも徴収費でございます。６０万２,０００円で、保険料徴収に係る市が行

う事務経費で、前年度と大きく変わりございません。 

  予算書のほうは３４４ページ、３４５ページをお願いします。説明資料のほうですけれども、１７２ページ

をお願いします。 

  後期高齢者医療広域連合の運営に係る共通経費や医療給付に要する経費、保険料に係る納付金としまして

２款項目とも後期高齢者医療広域連合納付金で、５億３,０３３万３,０００円を計上させていただきました。

前年度と比較しますと１,５８４万６,０００円の増加になります。この増額の主な要因は、療養給付費と保険

料の増額によるものです。納付金の算定におけます高齢者の人口は３,６８５人で、前年度と比較しますと

４０人の減になっております。主な財源は、一般会計からの繰入金３億４,１３２万５,０００円でございます。 
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  続きまして、歳入のほうになります。 

  戻っていただきます。３４０ページ、３４１ページのほうをお願いします。 

  １款項目とも後期高齢者医療保険料で、１億８,９００万８,０００円を計上いたしました。特別徴収保険料

で１億２,９１８万円、普通徴収保険料で５,９１２万８,０００円になり、滞納繰越分は７０万円でございま

す。 

  続きまして、２款繰入金のほうをお願いします。一般会計からの繰入金としまして、３億５,７７８万

６,０００円を計上いたしました。 

  説明欄のほうをご覧ください。 

  事務費の繰入金で２,６８１万５,０００円、保険基盤安定繰入金は７,３８４万５,０００円、療養給付費等

繰入金で２億５,７１２万６,０００円でございます。 

  ３款の諸収入のほうですが、保険料の還付金及び還付加算金に係る費用と高齢者医療制度特別対策補助金と

合わせまして１２０万６,０００円を計上いたしました。 

  以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終了しますので、ご審議のほど、よろしくお願いします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。後期高齢者特別会計、よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため休憩いたします。 

（午前 ９時５９分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時０８分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  議案第６８号、令和３年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算について担当課長の説明を求めます。 

  定期船課長。 

○世古定期船課長 おはようございます。定期船課、世古です。よろしくお願いします。 

  定期航路事業の当初予算編成の苦心、工夫した点について、まずご説明をさせていただきたいと思います。 

  これまで、老朽化船舶の代替船舶建造に向けまして、課内をはじめ市長、副市長とも協議を重ねてまいりま

した。令和３年度から船舶の安全運航を図るとともに、定期航路事業の経営改善及び代替船舶建造に関する事

業に取り組むことになりましたので、その必要経費を計上をさせていただいております。 

  また、運航収入の旅客収入につきましては、新型コロナウイルスの影響に伴う減収を見込み、計上をしてい

るところです。 

  それでは、当初予算の説明のほうに移らせていただきます。 

  定期航路事業の特別会計の当初予算につきましては、予算書２９１ページをご覧ください。 

  議案第６８号、令和３年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算につきましては、歳入歳出ともに５億

５,８００万円としております。 

  また、一時借入金の借入れの最高額は、３,０００万円と定めております。 
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  当初予算の内容につきまして、歳入から説明させていただきます。 

  予算書は２９６、２９７ページをご覧ください。 

  １款航路収益、１項営業収益、目１運航収益につきましては、２億８,９２８万５,０００円を計上しており

ます。 

  節１旅客収入につきましては、人口減少及び新型コロナウイルス等の影響を考慮し、前年度比２,５６９万

２,０００円減額の２億５,３５０万円を計上しております。 

  節２荷物収入につきましては、収入金額も横ばいで推移しておりますことから、前年度とほぼ同額の

３,５７８万５,０００円を計上しております。 

  運航収入の減額につきましては、一般会計のバス事業と同様に人口減少とコロナウイルスの減収に伴うもの

について考慮させていただいております。航路別の運航収入の元年度の収入をベースに、各離島の人口減少率

を乗じて求めたものが１,４６７万円、新型コロナウイルスにつきましてはそれぞれ元年度の運賃収入をベー

スにしました人口減少減率を掛けたものをベースにしまして、航路別の収入額におよそ平均１５％程度減額す

ることを見込みまして、その金額を求めたのが１,０１４万６,０００円等を見込みをさせていただいていると

ころです。 

  目２諸収入につきましては、１６７万８,０００円を計上しております。内訳は、会計年度任用職員の雇用

保険料をはじめ、前年度と同様でございます。説明欄３、広告料では、船内広告料としまして前年度実績に基

づき計上をしております。説明欄４の自動販売機の設置手数料につきましては、桟橋に設置しています自動販

売機５台分の設置手数料等です。このうち２台分は令和３年度に契約を更新の予定でありますので、前年度と

同額で計上をさせていただいているところです。 

  次に、２款国庫支出金、１項国庫補助金、目１定期航路事業費国庫補助金につきましては、１億

３,７６７万８,０００円を計上しております。従来の地域公共交通確保維持改善事業費補助金のほか、令和

３年度の新規事業であります代替船舶建造に関する補助金としまして、離島航路構造改革事業補助金３４９万

１,０００円を計上をしております。内容につきましては、歳出のほうで説明させていただきたいと思います。 

  次に、３款県支出金、１項県補助金、目１定期航路事業費県補助金につきましては、２,９３５万

８,０００円を計上しております。 

  次に、４款財産収入、１項財産運用収入、目１利子および配当金につきましては、減債基金預金利子としま

して前年度と同様に１,０００円を計上しております。 

  次に、５款繰入金、１項一般会計繰入金、目１一般会計繰入金につきましては、１億円を計上をしておりま

す。 

  続きまして、歳出のほうの説明をさせていただきます。 

  最初に、拡充事業の一般会計から説明をさせていただきます。 

  予算書は３００ページ、３０１ページの下段から３０３ページを、当初予算資料につきましては１６３ペー

ジをお願いします。 

  １款定期航路事業費、１項営業費用、目５一般管理費でございます。一般管理費につきましては、定期航路

事業を管理運営するための人件費や事務費等でございます。 
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  定期航路運営一般管理経費としまして６,８２１万３,０００円を計上しております。主な経費は、定期航路

事業運営に係る職員５名の人件費３,９１８万９,０００円、会計年度任用職員１名の人件費２５７万円及び公

課費、消費税１,５６０万円等になります。 

  また、新規事業といたしまして、代替船舶建造に向けた事業に関する経費３７３万５,０００円を計上して

おります。内容は、代替船舶建造の際、航路改善計画を国のほうへ提出する必要があります。このため、同計

画の策定について協議していただく鳥羽市定期航路改善協議会の委員報償２４万４,０００円及び定期航路経

営診断に関する委託料３４９万１,０００円になります。経営診断に関する委託料の財源は、国庫補助金が充

当されまして１０分の１０になります。 

  国庫補助航路における主要船舶の代替建造等、高額な支出を伴う計画等につきましては、運営費補助要件へ

の適合性、建造補助金制度への該当の適否等に関し国はあらかじめ把握、検討する必要があるため、代替船舶

建造について鳥羽市定期航路改善協議会から国に対し事前に協議することが求められているところです。この

ため、令和３年度につきましては、専門家による経営診断としまして本定期航路事業の現状と問題点、課題の

整理をはじめ経営状況の分析、経営改善策の検討及び財務シミュレーション等を行っていただきます。診断後、

納品されますアクションプランを基に鳥羽市定期航路改善協議会におきまして航路改善計画を策定し、国のほ

うへ提出をします。現時点での予定では、４月に業者との契約をさせていただいて、５月から９月にかけて経

営診断を行ってもらいまして、１０月から翌年１月に同協議会のほうで協議、審議をしていただきます。２月

に国と事前協議を行った上で計画の策定をさせていただいて、国のほうへ提出をしていきたいなというふうに

思っております。 

  代替船舶建造に関する今後のスケジュールにつきましては、３年度には航路改善計画を作成しまして、令和

４年度には基本設計、令和５年度に船舶建造、６年度には就航をということでの予定をしております。 

  次に、継続事業について説明をさせていただきます。 

  予算書は２９８、２９９ページを、当初予算説明資料は１６４ページをご覧ください。 

  １款定期航路事業費、１項営業費用、目１船員費につきましては、定期船運航に従事する船員の人件費等で

ございます。 

  船員一般経費としまして、２億２,２１５万２,０００円を計上しております。主な経費は、船員２８名の人

件費２億２４６万７,０００円、会計年度任用職員５名の人件費１,８１５万４,０００円等になります。 

  次に、目２船舶費につきましては、定期船の運航に要する船舶の燃料費をはじめ、維持管理に係る経費等で

ございます。船舶運航経費としまして、１億６,６２５万２,０００円を計上しております。主な経費は、燃料

費８,７４１万２,０００円、法定検査等に係る修繕料７,３７０万円、新型コロナウイルス拡大防止のため船

内を抗菌加工する委託料４４万円のほか、備品購入費５２万３,０００円等になります。 

  続きまして、予算書は３００ページ、３０１ページを、当初予算資料は１６５ページをご覧ください。 

  目３旅客荷物費につきましては、マリンターミナルをはじめとする桟橋業務に係る経費等でございます。 

  旅客荷物経費としまして、５,６９３万８,０００円を計上しております。主な経費は、マリンターミナルの

窓口業務をはじめ、荷物及び桟橋業務に従事する会計年度職員１１名の人件費３,７４８万６,０００円、離島

桟橋業務委託料１,４８９万２,０００円等のほか、１２月議会において債務負担行為をお認めいただいた旅行



－16－ 

会社のパンフレットに掲載等に係る手数料２９万６,０００円を計上をしております。 

  次に、目４航路付属費につきましては、各桟橋や待合所等の施設の維持管理に係る経費等でございます。航

路付属経費としまして、５５６万４,０００円を計上しております。主な経費は、各桟橋、待合所の光熱費

２１０万円とマリンターミナルの自動券売機１台分のオーバーホールを含む修繕料１０１万４,０００円等で

す。 

  続きまして、予算書は３０４ページ、３０５ページを、当初予算資料は１６６、１６７ページをご覧くださ

い。 

  ２款公債費、１項公債費です。目１元金につきましては、交通事業債償還元金としまして３,８６８万

２,０００円、目２利子につきましては、交通事業債償還利子として１５万５,０００円を計上をしております。

内容につきましては、ともにしおさい建造に係る起債の元金及び利子になります。 

  同じく２利子の一時借入金利子につきましては、一時借入金の利子としまして４万４,０００円を計上をし

ております。 

  以上、定期航路事業特別会計の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○浜口一利委員長 課長からの説明は終わりました。 

  ご質疑を受けたいと思います。範囲はくくりませんので、航路事業特別会計全てにおいてご審議をお願いを

いたします。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 定期航路事業の拡充事業、一番最初の１６３ページについてお尋ねをいたします。 

  これ課長はしっかりと説明していただきました経営改善計画の策定に至る経緯と、それからタイムスケジュ

ール的にも教えていただきました。これも新しく代替船舶を建造するに、事前に専門家を呼んで定期航路事業

の経営診断をするというふうにありましたけれども、今年度は航路改善協議会を立ち上げるとありましたけれ

ども、このメンバー構成というのはどんな感じになっていますでしょうか。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 この鳥羽市航路改善協議会の設置要綱に基づいて設置をされるんですけれども、協議会の委

員構成はしおさいを建造したときの名簿を手元の資料に持ってきたんですけれども、まずは副市長、あと海自

事務所の方、あと県庁の方、商工会議所、あと観光協会、あとは離島の町内会の代表の方、そして財務の会計

専門ということで税理士の方に構成員として入っていただいて協議をしていただいております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 総勢で何名ぐらいになりますでしょうか。 

○浜口一利委員長 定期船課長。 

○世古定期船課長 １３名で構成をされております。 

○浜口一利委員長 濱口委員。 

○濱口正久委員 ありがとうございました。 

  １３名で県や副市長もはじめいろんな分野の方々と、それから地元の商工会はじめ、そういう離島の人たち

も含めてきちんとしっかりとメンバーの中に恐らく入っていくんだろうというふうな今話だったんですけれど
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も、そこの中でしっかりと経営診断していただいて、経営計画をしっかりと立てていただければなというふう

に思いますので、それが次の建造にしっかりとつながっていく中で出てくると思いますので、それは引き続き

よろしくお願いしたいなと思います。 

  １点だけ、せっかくそこまで説明していただいているんだったら、場所も今までもありましたけれども、空

いている角とか空いていますので、もしあれやったら事前に書けるんやったら書いていただいたほうがよかっ

たかなと思います。ありがとうございました。 

○浜口一利委員長 関連でございませんか。１個、船造るということやもので、よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩いたします。 

（午前１０時２６分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時３２分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

  続いて、議案第６９号、令和３年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について担当課長の説

明を求めます。 

  水道課課長。 

○浜口水道課長 水道課、浜口です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、議案第６９号、令和３年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算の説明をさせていた

だきます。 

  まず初めに、予算編成に当たり苦心した点、工夫した点でございますが、新型コロナウイルスの影響により

料金収入を１３％ほど減額の見込みとしております。料金収入が減る見込みではございますが、公共下水道事

業につきましては、令和５年度末までに公営企業会計移行するに伴い、今回それに向けた委託料を新たに計上

させていただきました。また、供用開始から２０年以上経過し、老朽化に伴う維持修繕については、昨年度か

ら国の補助金を活用し経費削減に努めているところでございます。 

  それでは、予算説明に入らせていただきます。 

  予算書は３１８ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算は、歳入及び歳出予算額は１億６,５００万円となり、前年度比３００万円の増額となりまし

た。 

  では、歳入からご説明させていただきます。 

  予算書は３２０ページ、予算説明資料は１６８ページをお願いいたします。 

  １款分担金及び負担金、１項分担金、目１下水道分担金は、前年度と同額の１０万５,０００円を計上して

おります。 

  ２款使用料及び手数料、１項使用料、目１下水道使用料について４,１０１万９,０００円、前年度比
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６３０万１,０００円減額で予算を計上しております。下水道使用料（現年度分）は、前年比７６１万

２,０００円減の３,８３０万円としました。これは現年分については、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る下水道使用料の減少を見込んでいるためでございます。下水道使用料（過年度分）は、前年比１３１万

１,０００円増の２７１万８,０００円を計上しております。過年度分下水道使用料が増額となっていることに

つきましては、令和元年度、２年度分の下水道使用料について、新型コロナウイルス感染症の影響により支払

いが困難になった案件については、徴収猶予を行ったものについて令和３年度で徴収するため、徴収猶予額を

計上させていただきました。 

  続きまして、３款国庫支出金、１項国庫補助金、目１業務費補助金では１,２３２万円を計上し、昨年度と

比べ３００万１,０００円増となっております。これはストックマネジメント計画による長寿命化工事に対す

る国からの補助金を計上しております。 

  ４款繰入金、１項一般会計繰入金、目１一般会計繰入金は、１億円を計上しております。これは昨年度に比

べ３００万円の増額となっております。主に下水道使用料収入の減少によるものとなっております。 

  続きまして、予算書３２２ページをお願いいたします。 

  ６款市債、１項市債、目１下水道事業債は、１,１５０万円を計上しております。昨年度と比べ３３０万円

の増額となっております。これにつきましては、長寿命化工事の工事請負費に対して補助金を除いた金額につ

いて下水道施設整備事業債により事業を行うことと、公営企業会計移行のための費用についても公営企業会計

適用債による事業を行うこととしているため計上しております。 

  続きまして、歳出についてご説明させていただきます。 

  予算書は３２４ページ、予算説明資料は１６８ページをお願いいたします。 

  １款事業費、１項業務費、目１総務費は、１,４４９万円で、昨年度と比べ１２１万７,０００円の増額です。

ここでは令和６年４月１日より公営企業会計への移行が求められていることから、令和５年度までの債務負担

行為と今年度分の公営企業会計移行支援業務の費用について、令和３年度の経費として１１６万７,０００円

を計上させていただいております。 

  また、予算書３１６ページ、３３３ページには、令和４年度、５年度の２年間の債務負担行為１,２１１万

３,０００円についても記載させていただきました。 

  それでは、予算説明資料１６９ページをお願いいたします。 

  １款事業費、１項業務費、目２施設管理費は７,５００万円で、昨年度と比べ４８１万２,０００円の増額と

なっております。これにつきましては委託料の相差浄化センター及び中継ポンプ場活性炭取替業務委託で、活

性炭を取り替えることにより周辺への臭いの拡散防止と、工事請負費では、昨年度に引き続いて相差浄化セン

ター等長寿命化工事として４件の工事を行う予定をしております。主な工事としましては、相差浄化センター

全窒素・全リン自動測定装置更新では、相差浄化センターで汚水の全窒素・全リン自動測定する装置について

導入から２６年が経過し、故障した際、メーカーからの部品等の調達ができず修繕ができなくなるため、更新

を行う予定をしており、その他３工事と合わせて２,２７５万１,０００円を計上しております。 

  また、下水道量水器取替工事では、相差、畔蛸地区の井戸に量水器を設置し、毎月検針を行い、その水量に

ついて下水道使用料をいただいております。その量水器が計量法の規定により８年で検定が切れるため、取替
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えを行わなければならないことから３４万６,０００円を計上しております。 

  次に、予算説明資料１７０ページ、２款公債費の下水道債償還元金と下段の下水道債償還利子につきまして

は、昨年度より３０３万円の減額となっております。これは予算書３３４ページにもありますが、下水道事業

債の返済額が減ったためでございます。 

  以上が令和３年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業会計予算の説明となります。よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 説明資料１６８ページ、総務管理費についてお聞きします。 

  令和６年から下水道事業が公営企業会計になるということの説明です。前も私、提案させてもらいましたけ

れども、考え方としては上下水道とも一つの企業会計体になるという考え方でよろしいんですか、それとも下

水道は下水道体の別々の企業会計になるのか、その辺もう少し詳しく説明してください。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 別々の企業体ということになります。上水道は上水道の企業会計、下水は下水の企業会計で、

別々の独立採算制を目指すということでございます。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 今のところ毎年１億円ぐらいの繰入金があると思うんですけれども、企業会計にすることによ

ってのメリットは国はどのように言ってきているんでしょうか。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 国から何らかの手当てがあるとは考えてはございません。ないと考えております。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ちょっとごめんなさい、聞き方が悪かったです。今、特別会計で置いている状態、企業会計に

すると要するに利益を追求をしていくと、企業なわけですからそういう方向の考え方になっていくと思うんで

す。それによって一般会計からの繰入金が減っていく方向になるのか、繰入金が減らなければ何も企業会計に

しても意味がない、名前変えるだけになってしまっては意味がない話なわけです。その辺をどのように考えて、

どのような方向に進めていくのかと今現時点で、今から議論深めていくんでしょうけれども、その辺の考え方

の方向性についてもう少し教えていただけますか。 

○浜口一利委員長 水道課課長。 

○浜口水道課長 公営企業会計に移行しますのはそのあたりの経営の不透明なところもありますので、その辺を

はっきりさすということで、公営企業会計のほうへ移行するという目的があります。今おっしゃられていまし

た一般会計からの繰入金ですが、今現在、３年度で申し上げますと１億円の繰入れがございます。そのうち

７,５００万円が基準内繰入れで総務省のほうからいただいておりまして、あと２,４００万円が一般会計のほ

うから基準外繰入金としていただいている状況です。 

  河村委員がおっしゃられるように、この２,４００万円、一般会計からの繰入金の分についてやと思います
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けれども、そのあたりにつきましては今後検討してかないけない部分なんですけれども、企業会計に移行した

場合これをどうするかですけれども、ほかの市町で企業会計に移行しているところもございまして、そこも下

水道の経営は厳しい状況です、ほかの市町も。一般会計からの繰入金はいただいている状況で経営はしており

ます。それも他会計補助金という名目になるかと思うんですけれども、そのような状況で経営しているところ

もございます。 

  あと、ほか考えられますのは、企業会計ですので、料金収入で営業を行っていくわけです。そこで今ある下

水道使用料をそれが適正であるのかどうか、それ今後、資産調査とかも入れまして下水道料金の適正かどうか

そこを判断していくことも必要かと思います。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 じゃ、場合によっては相差地区の企業会計に６年度から移行されました。企業として本来なら

下水道使用料金で相殺されなきゃならない部分が赤字ベースであるとならば、そこは料金改定して下水道料金

が上がってくることもあると、利益を追求するならばそういうことですわね。そういうことも将来あり得ると

いうことですか。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 選択肢としては残ります。さっきも申し上げましたように、ほかの市町では一般会計から他会

計補助金ということで補塡していただいて、料金据置きで経営しているところもございますので、選択肢の一

つとして紹介させていただきました。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 なかなか難しい判断になると思うんです。長寿命化計画つくってもらって、何とかやりくりし

てもらっているのが現状で苦しい立場よく分かるんですけれども、その辺はしっかり議論を深めて、どういう

選択肢が正しいのかという方向をまた考えていただければなというふうに思います。ここまでにしておきます。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。よろしいですか、下水道事業。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、企業会計の審査に入りますが、席替えが必要という

ことなので、暫時休憩します。 

（午前１０時４８分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時５０分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、議案第７１号、令和３年度鳥羽市水道会計予算について担当課長の説明を求めま

す。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 水道課、浜口です。引き続きよろしくお願いいたします。 

  まず初めに、予算編成に当たり苦心した点、工夫した点でございます。新型コロナウイルス感染症の影響に

より料金収入を減額見込みとしていますが、そのような中でも離島や沿岸部など被災時に手が届きにくい地域、
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桃取地区と安楽島、今浦間での事業を進め、強靭な水道を目指しております。 

  それでは、予算の説明に入らせていただきます。 

  議案第７１号、令和３年度鳥羽市水道事業会計予算、予算書及び予算説明資料の１ページをお願いします。 

  予算書１ページの第２条、業務の予定量といたしましては、給水件数を９,１００件、年間総配水量を前年

度比２６万８,０００立方メートル減の３８８万２,０００立方メートルとしております。また、主要な建設改

良事業としましては、後ほどご説明させていただきますが、前年度と比べ４億８,０６１万円減の４億

１,７５３万６,０００円としております。 

  第３条、収益的収入及び支出につきましては、収入は、前年度比１億７５７万円減の１２億５４万円、支出

では、前年度比９,７８６万円減の１０億５,７４１万円を予定額としております。 

  予算書２ページ、説明資料は３ページをお願いいたします。 

  第４条、資本的収入及び支出ですが、収入で、前年度より２億９,４６３万円減の２億５,４９７万円、支出

では、前年度より４億５,７８５万円減の５億７,０５５万円を予定額とし、資本的収支の差引不足額３億

１,５５８万円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度損益勘定留保資金

及び減災積立金、建設改良積立金で補塡することとしております。 

  第５条、債務負担行為ですが、岩倉水源地等管理業務及び水道料金等徴収業務について、それぞれ債務負担

を設定する期間、限度額を定めております。 

  第６条、企業債でありますが、上水道建設改良事業に充てる財源として２億円を限度額とするほか、起債の

方法等を定めております。 

  今申し上げましたそれぞれの予算の詳細につきましては、予算書１９ページからの水道事業会計予算実施計

画明細書で説明させていただきます。 

  まず、１９ページの収益的収入及び支出です。 

  収益的収入の款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益では、令和２年度の決算見込みを踏まえ

１０億６,００９万５,０００円を計上し、前年度と比較すると１億２８１万９,０００円の減額となっており

ます。新型コロナウイルス感染症の影響により、営業用を中心に使用水量の減少が見込まれるためでございま

す。 

  項２営業外収益におきましては、目２他会計補助金として、高料金対策補助金及び職員の児童手当並びに旧

簡易水道の企業債利息償還補助金を合わせた１,１８２万８,０００円を計上しております。 

  続きまして、予算書２１ページをお願いいたします。また、予算説明資料は４ページからとなります。 

  収益的支出となります。 

  款１水道事業費用、項１営業費用、目１原水及び浄水費ですが、４億４,７７６万７,０００円を計上いたし

ました。主なものといたしましては、修繕費において、岩倉水源地ほか５施設コンデンサー取替工事２１９万

３,０００円などを含んだ修繕費４６９万３,０００円のほか、委託料で、岩倉水源地等管理業務などの委託料

７,５５１万７,０００円や南勢水道用水受水費３億３,１１８万８,０００円を計上しております。 

  次に、同ページの目２配水及び給水費では、１億３,４５８万９,０００円を計上しております。主なものと

いたしましては、修繕費で、量水器の取替工事など安定した水の供給確保を目的として前年度比３６４万
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８,０００円増額の４,４００万１,０００円を計上するほか、下段の委託料では、船津町減圧弁点検整備業務、

水道タンク内部の清掃を行う堅神配水池外１施設水槽清掃業務や水道管内部の洗浄を行う市内配水管洗浄業務

などを含んだ３,２０２万３,０００円を計上しており、前年度比１,４２１万６,０００円の増額となっており

ます。 

  ２３ページの目４業務費では、水道料金等徴収業務委託料や水道料金の収納に係る費用などを合わせた

６,２８５万９,０００円を、目５総係費では、人件費のほか各種引当金等への繰入金など４,３７１万

８,０００円を計上しております。 

  ２５ページから２６ページに記載しております目６神島水道費、目７答志島水道費、目８菅島水道費では、

旧簡易水道に係る維持修繕費などを計上しております。 

  なお、目９減価償却費では３億３,０１２万円を、目１０資産減耗費では２４２万８,０００円を計上してい

ますが、これらはいずれも会計処理上の非現金支出となります。 

  そのほか項２営業外費用で、企業債利息などを含む４５８万３,０００円、次ページの項３特別損失で、過

年度給水収益返還金を含む２００万円を、項４予備費として５００万円を計上しております。 

  続きまして、２８ページから３０ページの資本的収入及び支出でございます。説明資料は５ページの最下段

となります。 

  款１資本的収入では、項１企業債、目１企業債で、建設改良費の工事請負費の工事に対して企業債にて財源

となる２億円を計上し、項２分担金、目１分担金では、給水申込みに伴う収入１５０万３,０００円、項３負

担金で、消火栓新設改良工事に伴う他会計負担金を含んだ１,０７２万２,０００円を計上するほか、項４県補

助金では、災害に備え強靭な水道を目指し、安楽島地区重要給水施設配水管測量設計業務等の委託や桃取地区

重要給水施設配水管改良工事費に対する交付金２,１８７万５,０００円を計上しております。また、項６他会

計補助金では、統合前の簡易水道企業債元金償還金に対する総務省からの補助金として一般会計から

２,０８７万円を計上いたしました。 

  次に、２９ページをお願いいたします。 

  款１資本的支出では、項１建設改良費、目１配水及び給水施設費で、４億１,５４７万円を計上しておりま

す。そのうち委託料で６,０２９万円を計上していますが、これは岩倉水源地の老朽化した電気棟を更新する

ための基本設計積算業務や、大規模災害時に支援の手が届きにくいと考えられる離島や沿岸部の基幹管路を耐

震化するための測量設計業務となります。 

  また、工事請負費で３億５,４４８万４,０００円を計上しており、内容といたしましては１２件の施設及び

配水管改良工事のほか３件の消火栓に係る工事を予定しております。事業規模の大きなものとしましては、国

道４２号配水管（耐震管）布設工事に１億３,９３９万９,０００円や、配水池から避難所までのルートにある

配水管を改良し耐震化を図り、また被災時にも飲料水を確保するための工事として桃取地区重要給水施設配水

管改良工事に４,３５０万円のほか、水質確保や漏水対策のために老朽管路の更新を行う市道鳥羽美台１号線

外１線配水管改良工事に４,１５９万８,０００円を計上しております。 

  そのほか予算書３０ページになりますが、項２企業債償還金、目１企業債償還金では、１億５,３００万

９,０００円を計上しております。 
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  最後になりますが、地方公営企業法及び施行令等で規定されております財務処理として、令和３年度水道事

業会計の営業、投資及び財務活動の流れを示したキャッシュ・フロー計算書を予算書８ページに、財政状態を

表す予定貸借対照表、経営成績を示す予定損益計算書を１４ページから１８ページに掲載させていただいてお

りますので、ご覧おきください。 

  以上が令和３年度鳥羽市水道事業会計の予算の説明となります。よろしくご審議賜りますようお願いいたし

ます。 

○浜口一利委員長 説明は終わりました。 

  水道企業会計予算についてご質疑はございませんか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 まず、１９ページをお願いします。 

  冒頭でも説明いただいたんですけれども、給水収益というところで課長の説明で令和３年度、１億円ちょっ

と収益が下がるだろうという予測ということで、コロナの影響ということをお聞きしました。この２年度、基

本料金を下げたとかいろんなことをやってもらったんですけれども、実際のコロナの影響で一般家庭と営業用

と分けて先ほど課長では営業用が主に減るだろうという話なんですけれども、もうちょっと中身を詳しく説明

をお願いします。 

○浜口一利委員長 河原課長補佐。 

○河原課長補佐 令和３年度の営業用と家庭用というような形でよろしいでしょうか。 

○南川則之委員 そうですね。 

○河原課長補佐 料金収入に関係してくる有収水量のほうでどのような形で見込みを立てたかというあたりでご

説明させていただければと思うんですけれども、家事用としましては、令和２年度、コロナ禍の状況ではあり

ましたが、ステイホームなどの状況もございましてほぼ使用料の減少というのが見られませんでした。逆に、

月によっては昨年同月で上回っているというような月もございましたので、ですので、家事用につきましては

コロナによる減少、減収というところはほとんど見込まないという形で算定を行っております。 

  ただ一方で、営業用に関しましては今年度ご承知のように外出自粛であったりとか、逆にＧｏＴｏトラベル

というようなことで鳥羽にも観光客の方がたくさん来ていただいたというような時期もあり、また第３波でそ

れが一気にしぼんでしまったというような状況もありまして、かなり乱高下したなというような印象がござい

ます。そういったところも含めて営業用に関しましては、通常の何もない年と比べて大体１割程度の減少、減

収であろうというような形で見込みを立てております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 とすると、令和２年度の実績というか、それに基づいて予測を立てて１割程度の減を見込んだ

数字がこれだという理解でいいですか。 

○浜口一利委員長 河原課長補佐。 

○河原課長補佐 令和２年度、先ほども申しましたとおりかなり乱高下がありましたけれども、その中でこの程

度であろうということでの委員言われるとおりでございます。 
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○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 いろいろ状況聞いとると、営業でも旅館とかホテルなんかは人数少なくても同じぐらいの水を

使うとか、観光客の減少に比例して水量が減るとかいうんじゃなくて、それ以上使わないかんというような状

況で人は来ないけれども、そういう経費がかかるというような話も聞くんですけれども、その辺のことは実際

起こっとるかどうか、お聞きします。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 今委員おっしゃられたとおりでございます。令和２年度の落ち込みとしましては、ほとんどが

営業用の落ち込みとなります。率で言いますと、大体１７％前後の落ち込みになります。私どもが想定してい

たのはもっと落ち込むんじゃないかなと想定していたんですけれども、およそ１７％前後の落ち込みというこ

とで、それもなぜかと言うと今委員おっしゃられたように、営業用では極端な話、１名のお客さんでも大浴場

あればお風呂の水を張らなければならない、それでも満館でも同じお風呂の水の量でそんなに変わらなかった、

水量に関しては変わらなかったのかなと推測しております。 

  以上です。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 そう考えると、２年度に基本料金を下げていただいたというのが一般家庭は当然ですけれども、

営業の人らというのは大変助かったという声も聞こえます。このコロナ禍というのが本当に第３波、第４波で

どうなるか分からない状態でまた３年度の話なんですけれども、そういった料金の減額とかそういうところも

見据えて企業会計を経営していただけるとありがたいと思うんですが、その辺の課長、理解はどうですか。 

○浜口一利委員長 水道課長。 

○浜口水道課長 ２年度に水道料金の免除を行わせていただきました。この目的としましては、市民生活を支え

る経営の後押しということで行わせていただきまして、金額としましては１億２,０００万円ほどの経費を投

じています。 

  令和３年度についても、ちょっと状況がまだ分かりませんので、春からワクチン接種が始まると聞いており

ます。そのワクチン接種によって経済が回復するのであれば、令和２年度に行った水道料金免除は必要ないの

かなとは思いますし、そうでもないかもしれません。それについては令和３年度、今後の事業計画もございま

すので、それを見据えて行うか行わないかは判断するべきだと思います。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  今後コロナの状況も踏まえて、また検討していただきたいなと思います。 

  続けていいですか。 

○浜口一利委員長 どうぞ。 

○南川則之委員 ２８ページお願いします。 

  資本的収入及び支出というところで、分担金ということで１５０万３,０００円という給水申込分担金が計

上されています。当初の給水件数は９,１００件ということで１００件ぐらい減っていく予定ということで計

上されとるんですけれども、さらにこの申込分担金を見るとそういう給水せないかん施設が増えてくるという
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判断やと思うんですけれども、およそこれで何件というか、そういう予想を立てとるか、お聞きします。 

○浜口一利委員長 河原課長補佐。 

○河原課長補佐 先ほど申し遅れました、水道課の河原です。 

  来年度の給水分担金の見込みについてですけれども、新設、あと増口径そういったものを見込んでいるとい

うような状況ですけれども、新設で申しますと１３ミリのものが４万円の分担金になりますが、２０件、

２０ミリのものが７万円ですけれども、２件、２５ミリのものが１２万５,０００円ですが、２件、また増口

径のものも数件程度でございますけれども、見込んでいるという状況でございます。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 ということは、そういう住まわれる件数も増えてくるという理解でいいんですかね。 

○浜口一利委員長 河原課長補佐。 

○河原課長補佐 毎年、新築などのこういった新設がございますので、そういった実績も見ながらこのように設

定させていただいております。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 それから、もう一点、お伺いします。 

  ２９ページお願いします。 

  資本的支出のところに工事請負費というのを上げていただいて、先ほど課長は詳しく３億５,４４８万

４,０００円ということで項目も含めて説明いただきました。大きなところで国道４２号の配水管布設工事と

桃取地区の重要給水施設配水管改良ということで、国道４２号については以前からずっと続けて耐震管の改良

工事やってもらっとると思うんですけれども、３年度についてはどういう範囲でやられるかというところと、

あと桃取地区についてはちょっと地図がないですもので理解できないんですけれども、大体このあたりとかい

う重要施設までの場所というのですか、どこをやられるかというところを説明お願いします。 

○浜口一利委員長 重見係長。 

○重見係長 南川委員のご質問にお答えいたします。 

  まず、国道４２号の件につきましては、平成２８年度から工事を事業を進めております。今年度につきまし

ては、神島の海底送水管の事業を予定しておったので、ありませんでしたが、今現在、鳥羽商船学校を過ぎた

辺りまで来ております。令和３年度につきましては、シンフォニアテクノロジーさんの手前まで、その後続け

ていく予定になっております。延長につきましては、６００ミリの本管を１３５メーター布設するような内容

になっております。 

  あともう一つ、重要給水施設のほうで桃取地区で事業を行う予定になっております。こちらにつきましては、

桃取町の裏山にある答志第１配水池を水源というんでしょうか、水がめとしてそこから下の桃取コミュニティ

センターまでの管路を耐震化していく内容になっております。総延長８００メーターになります。来年度はそ

の８００メーターの測量設計をして、一部配水池から旧桃取小学校裏の２００メーターの区間を耐震化する工

事を予定しております。 

  以上になります。 

○浜口一利委員長 南川委員。 



－26－ 

○南川則之委員 ありがとうございます。 

  そうすると、国道４２号についての布設工事も、今回を通じてまた令和４年度以降も継続してやられるとい

う理解と、あと桃取についても８００メートルのうちの一部分ということで継続してやっていただくという理

解でいいですかね。ありがとうございます。 

○浜口一利委員長 よろしいですか。 

○南川則之委員 はい。 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、ご質疑もないようですので、審査を終了いたします。 

  この後、振り返りを行いますので、執行部の皆様は退席をお願いをいたします。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時１６分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時２４分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、本日審査しました範囲で振り返りを行いたいと思います。企業会計と特別会計

５件、この中での振り返りを行いたいと思います。 

  委員の皆さんで取り上げたい事業等はございませんか。 

  介護保険の中ではよろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それで、次に、国民健康保険特別会計予算についてはどうでしょうか。特定健診の受診率が

５４％とかという話がありましたけれども、どうですか。この件についてはよろしいですか。 

  なお上げてくれというぐらいの…… 

（「それが交付金に関わってくるのであれば」の声あり） 

○浜口一利委員長 保健指導とかいろいろやっているようなんですけれども、なかなか上がらないというのが現

状で三重県で３番目というと結構高いようには思うんだけれども、数字が５４では何かちょっと心もとないな

という感じもするわけなんですけれども。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 そのときの受診率が５３％でしたけれども、指導実施率が１１％と低いというところが評価の

対象となるときの特別交付金の算定に関わってくるのであれば、そこをやっぱり上げていただいてというとこ

ろですかね。努力していただくということだと思います。 

○浜口一利委員長 それでは、国民健康保険事業特別会計の中では、国の特別交付金の評価対象となるというこ

とであれば、やはり受診率を高めるために保健指導などをお願いしたいということでよろしいですね。 

  山本委員、何かいい文言があったら。 

○山本哲也委員 さっきから言ってもろうとるんですけれども、受診率が５３と県内では比較的高い水準で、国

として６０％の数字を上げとるということやと思うんですけれども、さっきから言うとる指導というのは多分



－27－ 

受診してからの指導やと思うんです。そこの受診しっ放しで終わってしもうとるところを指導まで結びつけて

していただくというようなところかと思いますので、そちらのほうの指導を受けていただくところの工夫とか

というところをしっかりしていただいて、特別交付金の評価対象になるのはもちろんなんですけれども、やっ

ぱり一番は健康寿命を延ばすというところが根本の目標とか目的になってくるんかなと思いますので、そこを

目がけてしっかりとした指導に結びつくような取組をしていただきたいというようなところでよろしいんじゃ

ないでしょうか。 

○浜口一利委員長 そのような形の中でよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 委員長報告の中に入れたいと思います。 

  他によろしいですか、国民健康保険事業。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、後期高齢者はどうですか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 その次に、議案第６８号の鳥羽市定期航路事業特別会計予算についてはどうですか。 

  濱口委員。 

○濱口正久委員 先ほども取り上げさせていただいた代替船を造るということだったんですけれども、定期航路

の経営診断をしっかりとしていただいてそのときに、これが船造って値上げになってしまったら何にもならな

いので、そういうところはしっかりと、多分、航路改善協議会の中で必ず話が出ると思いますので、代替船な

ので、こちらも含むところで検討していただければと思いますので、そこら辺のところは委員長が委員長報告

の中にしっかり盛り込んでいただけると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○浜口一利委員長 議論されたら書くわけいかんもので、とにかく定期航路事業についてはやはり離島住民の足

であるということで重要なところなんですけれども、今後を考えれば経営的に大変苦しくなるという部分は離

島住民も含めて心配はしているということなので、今後…… 

（「しっかりと経営診断をして経営改善をしてもらう」の声あり） 

○浜口一利委員長 経営改善をお願いしたいということで、そのような形でよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 続いて、議案第６９号、鳥羽市特定環境保全公共下水道事業についてはどうですか。 

  南川委員。 

○南川則之委員 私、河村委員が質問してくれたように、この事業というのは本当に大切なところやと思うんで

す。一般会計でやっとったところを公営企業会計に移行するということで、本当に利用者にとってもだし、ど

うなるんやと、企業会計に行ったら本当に今のままなんか、それとも下水道料金が上がってしまうのかとか、

本当に不安視されるところやと思うんです。 

  それと同時に、経営自体も上水と同じように複式簿記ということで独自の貸借対照表をつくったりとか、損
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益計算書をつくったりとか、キャッシュ・フローで現金預金が幾ら残っとんのか赤字なんかとか、目に見えて

くる数字というのがあるわけなんです。そんな中で、果たして課長説明みたいに上水道と下水道は独立採算制

で別やという考えを持っとるみたいですけれども、本当にそれでいいのか、河村委員が言ってくれたように本

当に上下水道課として一本化して、中身は違っても一般会計で補塡したところはどうするやとかそういったと

ころの深い議論を今後していかんと、長岡地区の公共下水道というのも先行きがいかんことになると思うし、

設置したときの状況も含めてどうするんやというところをしっかり議論していただきたいなと思うので、これ

は少しそういう委員長報告でも入れていただきたいなと思うんですけれども。 

  ちょっとうまく説明できない。河村委員。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 審査の最中では途中でやめましたけれども、南川委員おっしゃるように、僕はもともと持論は

上下水道課を一本にした企業体で運営していくべきだという考え方で課長にも持ちかけたことはあるんですけ

れども、なかなか法令をクリアするのが難しいと。どのような法令があるのかというところも私もまだまだ勉

強不足のところなんですけれども、南川委員の法令の解釈では行けるのではないのかというところでね。 

  実際に基準外繰入れをしとるということは、相差地区以外の人たちの税収、税金から補塡をしとるというの

が実質なわけです。それならば、それを企業会計にしたから相差地区の下水道料金を上げるのかという議論は

もう無理だと思います、はっきり言って。それはもう大反発が起こると思います。ならば、一つの企業体にし

て水道料金、下水道料金合わせてしっかり計画を立てて、このように運営していくという方向性のほうが将来

正しいと思うし、行政にとっても基準外繰入れしとる分が一般財源で使えるということであれば、財政がより

柔軟になるわけですよね。そういう意味でもそこはそこで完結する形を議会の中で、南川委員中心になっても

らって勉強会開きながら、どういう提案ができるのかという研究をするべきではないのかなというふうに思い

ますけれども。 

○浜口一利委員長 南川委員。 

○南川則之委員 河村委員言ってくれたように、課長の説明では令和６年４月１日ということで３年、４年、

５年という３年間の期間があります、まだまだ検討すべき期間というのが。人口３万人以上のところはもう早

くも移行しとるということで、３万人以下のところは今回、令和６年までにやりなさいということですので、

少し時間の余裕もあるし、下水道課も移行についてのいろんな計画というんですか、中身も調べていくという

ところありますので、それを聞きながらさらに議会のほうの提案もしていくということが必要ではないかなと

思いますので。 

○浜口一利委員長 戸上委員。 

○戸上 健委員 僕は、河村委員が言及した上下水道一本化というのを委員長報告に盛り込むというのは反対で

す。何でかと言うと、水道会計に相差地区の下水道会計を含めるということになると、今赤字でざっと１億円

一般会計から繰り入れとるわけなんだ。法定外で２,４００万円繰り入れとるということ、法定内で六千何百

万円繰り入れとるわけやけれども、赤字分が水道料金に跳ね返ってくるわけやさ。ということは、水道料金が

当然それはもう上がっていくわけで、ほかの地域の利用者の負担になってかぶっていくと、結局は市民負担に

なっていくと。だから、今の税金を投入しとるのと同じ考え方ということになると、僕はちょっとそれはもっ
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と勉強しなかいかんと僕も思うけれども、まだ生煮えなもので、あえて盛ってもらうということになるとそう

いう異論があるということに言及してほしいというふうに思うんですわ。 

○浜口一利委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 戸上委員おっしゃるとおりでいいと思うんです。今回の委員長報告に盛り込んでほしいという

ことではなくて、当然、南川委員は先のことを見据えて言ってくれている話なので、一本化をしろなんてこと

を今回の委員長報告に盛り込んでもらうわけではなくて、要するに令和６年度に向けて我々議会が、討論です

から自由な話の中で話しさせてもらうとなると、令和６年に向けて我々議会の中でそういう勉強会開いてもう

少し深く掘り下げて、どういう形が行政にとっても市民にとってもウィン・ウィンの形で、しかも継続が可能

なのかということを勉強していきましょうよということを提案しているだけなので、今回の委員長報告に全然

盛り込んでもらわなくてもいい話なんです。 

  またそこの議論を今のこの場で深めていくとなかなかちょっと難しいので、ここで終わりたいなと思います

けれども、委員長報告には全然私は乗せてもらわなくてもいいと思います。 

○浜口一利委員長 企業会計へ別々で移行するということで、果たしてこれまでの下水道の問題点が解決できる

かどうかというのはやっぱり未知数というより可能ではないような感じもするわけなんで、そのあたりのまた

いろいろ研究をしながら、議会のほうも提案があればというようなことを考えているというぐらいかな。なか

なか戸上委員の一本化してすぐ水道料金が上がるかというとそれはちょっと分からんけれども、そういうこと

になるわけなんで、そのことも踏まえて一本化ということは委員長報告には載せないような形で、先ほど私が

言ったような形でいいのかなと思いますけれども、またご一任をお願いしたいと思います。 

  戸上委員。 

○戸上 健委員 公共下水道会計の一般会計からの法定外の繰入れについては、僕も決算でも予算でも、今回は

もうくどいわと思って触れやんだけれども、指摘して一般会計から繰入れということはほかの市民が全く利益

を受けていない市民の税金で尻拭いしたっとるようなもので、本来はこれは通らんわけですわ。 

  しかし、何でそういう事態になってきたかというと、国のほうが下水道事業を推奨して、それで環境整備も

あって進めてきたというふうに思うんです。だから今の状態ではにっちもさっちもいかんことになっとるとい

うふうに思うんです。焦げついとる滞納についても克服率は前年は４.５％まで克服するということやったん

やけれども、今回は３％やわな。３％というのは、ほとんど焦げついたまま手つかずという状態を認めとると

いうことになるというふうに思うんです。ということは、何でそういうことになってきたかというと、根本的

な解決は県や国がきちんと尻拭いしてもらわんと、地方自治体では鳥羽のようなお金のないところではこうい

うところまで一般財源で面倒見ていくと、解決していくということは僕はもうできない状況になっとるという

ふうに思うんです。これはもう鳥羽市だけやなしに、全国的に下水道会計がそういう暗礁に乗り上げておると

いう事例はいっぱいあるもので、一地方自治体があがいている段階ではないということやというふうに思うん

です。 

  そやもので、議会としても河村委員提案されたように、勉強会を開くんなら国や県がこういう問題をどうい

うふうに対応するんやというところまで言及する必要があるんやないかなと。もう鳥羽の能力をはるかに超え

とると僕は思います。財源的な面でですよ、そう思うんですわ。 
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○浜口一利委員長 その件についてはここまでにしたいと思います。 

  今、皆様方からいただいた意見についてを含めた上で、委員長報告に議会として共に研究していこうという

ぐらいのことは書き添えたいと思います。 

  続いて、企業会計ですが、水道事業についてはどうですか。 

  なかなかええ事業もやってもろうとるけれども、基本料金の免除か、ええ話やったと思うけれども、南川委

員が令和３年度はどうするかというような問いかけもあったわけなんですけれども、 

（「経営上は安定しとるということでいろいろそういう策も講じられるということで、そ

れは水道課に任せといてやってもらって」の声あり） 

○浜口一利委員長 市民のためにいろいろやってほしいというようなことで、令和２年度はいい形の中で市民に

サービスはできたような感はするということですかね。そのようなことでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、委員長報告に書き添えたい事業については皆様方に振り返りを行っていただきま

した。 

  委員長報告については、１日目、２日目、３日目と出た件についてはまとめてありますので、今日ここでは

言いませんけれども…… 

（「ファイルのほうに３日分をまとめて置いてありますので、ご覧いただければと思いま

す」の声あり） 

○浜口一利委員長 ３日分と今日の部分についてまとめてまた委員長報告をつくりたいと思います。ご一任のほ

ど、どうかよろしくお願いをいたします。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○浜口一利委員長 それでは、この後、採決に入るわけなんですけれども、昼食のため１時まで休みたいと思い

ます。 

（午前１１時４３分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時００分 再開） 

○浜口一利委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を再開をいたします。 

  それでは、ただいまから採決を行います。 

  お諮りします。 

  議案第６５号、令和３年度鳥羽市一般会計予算について、原案どおり可決することに賛成の方は起立を願い

ます。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６５号は原案どおり可決することに決定しました。 
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  次に、議案第６６号、令和３年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計予算について、原案どおり可決すること

に賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６６号は原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第６７号、令和３年度鳥羽市介護保険事業特別会計予算について、原案どおり可決することに賛

成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６７号は原案どおり可決することに決定いたしました。 

  次に、議案第６８号、令和３年度鳥羽市定期航路事業特別会計予算について、原案どおり可決することに賛

成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６８号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第６９号、令和３年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算について、原案どおり可

決することに賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第６９号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第７０号、令和３年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計予算について、原案どおり可決することに

賛成の方は起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第７０号は原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第７１号、令和３年度鳥羽市水道事業会計予算について、原案どおり可決することに賛成の方は

起立を願います。 

（起 立 全 員） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第７１号は原案どおり可決することに決定しました。 

  全て表決を終了いたしました。 

  本日は中村市長に出席をいただいております。市長は令和３年度各当初予算の審査状況を執務室の自席でご

覧いただいたかと思いますが、感想などございましたら一言頂戴したいと思います。 

  中村市長。 

○中村市長 ４日間にわたる予算決算常任委員会で慎重審査をいただき、ありがとうございます。全ての議案を
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全員賛成でお認めをいただき、感謝申し上げます。 

  時間のほうを調整しながら、委員会の様子であるとか議員の皆様方からの貴重なご意見、質疑などを拝聴さ

せていただきました。その中で鳥羽への定住応援の部分で、企画財政課案として説明をさせていただきました

定住応援奨励金、この交付額の配分について少し意見を述べさせていただきます。 

  審査の中でも、そして後の振り返りの中でも貴重なご意見をたくさんいただきました。私ども移住・定住施

策の重要性は当然心してはおりますが、これまでも進めてきております関係人口づくりの事業とそれとの整合

性も図りつつ予算の枠内ではありますが、当分は現状の新築５０万円補助のまま進めるように指示をしたとこ

ろでございます。 

  今回は骨格予算なのでという説明が多いこの会議ではありましたが、その後にも最重要案件でありますワク

チン接種をはじめ、予定されております首都圏の緊急事態宣言の解除であるとかオリンピック、とこわか国

体・とこわか大会とまだまだ重要なフェーズが待ち構えております。時期も任せていただければという前提に

はなりますけれども、今回いただいたご意見は適宜、補正予算のほうで対応させていただき、そして６月補正

予算にて積極的な対応を考えていきたいというふうに思っております。 

  改めまして浜口一利委員長はじめ、皆さんの４日間の慎重審査に感謝を申し上げましてお礼申し上げます。

ありがとうございました。 

○浜口一利委員長 市長、ありがとうございます。 

  今、異例中の異例というような発言がございました。採決終了後の総括の中で、市長の改正の提示というこ

とで報告をいただいて大変驚いています。これについては移住・定住応援事業については、１００万円であっ

たものが３０万円まで後退しました。鳥羽に移住してもらうためには奨励金も大切であり、働く場を確保する

という面でも市長のトップセールスで企業誘致もお願いしたい、また奨励金を削減するならば、その分を子育

て支援に強化していくなどふるさと納税が増えた額を充ててもらいたい、さらに私からも当時より後退してい

るのではないかというようなことも申し添えさせていただきました。そのような中で委員会４日目の一般会計

の最終の終わりに、市長自らが全員に対して委員会での各委員からの意見を尊重し、３０万円から５０万円に

戻すというそのような報告をいただいたことは我々委員間討議をしたかいもあったとそのように感じ取ってい

ます。 

  今後も、前向きな姿勢というものを市民に示していただきたいと思います。改めて強く言いますが、今後も

期待しておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。市長、改めて言います。本当にありがとうござ

います。 

  それでは、続いて、立花副市長には今回、当初予算審査に４日間、出席をいただいております。今回の感想

など副市長からも一言お願いしたいと思います。 

  立花副市長。 

○立花副市長 令和３年度の予算議案につきまして熱心にご討議をいただき、またその上、採決の折には賛成を

していただき可決していただきましてありがとうございました。 

  今回の予算につきましては、骨格予算ということでちょっとまた変わった通常とは異例の雰囲気の中でいろ

いろお話をさせていただきました。ただ、多くをあれなんですけれども、骨格予算といえども、作業的には通
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常の予算の中で見ながらまたその中で骨格予算で計上していくというような作業を伴っておりますので、私の

中にはそのときに出たいろんなことで必要な経費のこととかそういうものが頭の中よぎっていまして、なかな

か財政健全化という言葉に対してもいろいろご議論はあったと思うんですけれども、確かに健全化というと今

は不健全なのかというふうな話にもなりますけれども、人口減少の中で限られた予算の中でやっていくために

というような状況でありますけれども、社会保障を中心としてどんどん経費が上がってきておりますので、何

か新しい事業をやっていくためには、それ以上のものをやめるまたは減額していかないといけないという作業

がずっとこれからも続くんじゃないかなというふうな意味合いは思っております。 

  ですから、財政健全化という言葉のよしあしにつきましては、これは実はもっと前の段階でもいろいろ内部

でも話をしたわけなんです。今は言葉的にはどうかなというふうなところはあるんですけれども、やりくりは

非常に大変というような言葉を表す一番いい言葉があればというふうに思っておりますので、またその辺のと

ころもしっかりとご説明させていただきまして、相談させていただきたいというふうな形でこれからは努めさ

せていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。 

○浜口一利委員長 副市長、ありがとうございました。 

  続いて、議会のほうからも、議長に一言頂戴したいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○木下順一議長 まずもって委員長はじめ委員の皆さん、そして執行部の皆さん、４日間休みなしで大変お疲れ

さんでございました。 

  昨年は付帯決議をつけるとかで随分いろいろあったんですけれども、今年は全会一致で全ての予算が認めら

れたいうことで、４日間聞かせていただいた中で私の感じたことをちょっと言わせていただこうかなと思って

おります。 

  一つは、市税とか固定資産税、入湯税いろいろその他もろもろの税が減少していく中で、ふるさと納税を

７億円という大きな金額を積んでいただいたというか、措置をしていただくような格好になったことを評価し

たいなとまずもって歳入のほうで思いました。これは財政課職員のみならず、皆さんのおかげやとこのように

思っております。今後も７億円という金額に縛られることなく、増やしていっていただくような努力をしてい

ただければと思っております。 

  その後、今、市長のほうからも発言があったんですけれども、移住・定住の新築の件ですけれども、５０万

円に据え置いていただいたという政治判断はよかったかなとこのように思っております。私からも感謝を申し

上げたいと思います。 

  それと、全課にわたって褒めたいんですけれども、今回、ちょっと農水のほうだけを言わせていただこうか

なと思っております。これまでも議会のほうからいろいろ要望なり提言書出させていただいとる中で、獣害で

あるとか海女応援であるとか金額の大小はあるかと思うんですけれども、議会の要望に応えていただいて増や

していただいているというところは議会としても評価できるし、感謝したいなと思っております。 

  それと、新規で林業の件があったと思うんですけれども、あのあたりも説明では１０年から１５年のスパン

かけて計画を立ててやっていくというような説明があったと思うんですけれども、鳥羽市は７割程度が個人の

森林ということで、見ていただいたら分かりますようにいずれ山の散髪していくようなことにつながっていけ
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ばいいかなというような思いで聞かせていただいておりました。 

  ほかの課も骨格予算とはいえ、随分苦心されて予算編成をされたんだと思っております。簡単な感想ですけ

れども、予算委員会での感想とさせていただきますし、もう一点よろしいですか。 

○浜口一利委員長 どうぞ。 

○木下順一議長 この後、退職者の皆さん、ご挨拶あるかと思うんですけれども、今回は私の同年代の方が退職

されるということで、殊のほか思い入れというかあるんですけれども、いろいろこれまで長い間、本当にご苦

労さんでございました。いろいろ悔しいことやら楽しいことやらあったと思うんですけれども、それを今から

語っていただくんだろうとは思うんですけれども、まだまだ６０、先が長いと思うので、これまで行政で培っ

てきた知見をそれぞれの場所で発揮して役立てていただければありがたいかなと思っております。これ以上、

皆さんのことを思いながらしゃべるとにじんできますので、この辺で止めさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。 

○浜口一利委員長 議長、ありがとうございました。 

  今回の提案に本当に議長のお褒めの言葉ということは触れられていただいたんですけれども、各委員もその

ような思いがあったように思います。 

  しかし、６月補正については皆いろいろ勉強して、各委員の皆様もしっかりとまた市民生活にきっちり反映

されるべきものとなるようなそのような思いの中で６月補正のほうを考えておりますので、どうかよろしくお

願いをしたいと思います。 

  議長、ありがとうございました。 

  次に、議長も先ほど触れられたんですけれども、この３月で退職される課長級職員の方々から一言いただき

たいと思います。私のほうから順次発言を求めますので、ご挨拶のほうをどうかよろしくお願いいたします。 

  まず、山下市民課長、よろしくお願いします。 

○山下市民課長 座って失礼してよろしいですか。 

○浜口一利委員長 はい。 

○山下市民課長 私たちの退職に当たりまして、このような貴重なお時間をいただきありがとうございます。一

言ご挨拶申し上げます。 

  私は採用から３８年間、健康福祉課や市民課に配属することが多く、市民サービスを担当する配属が多かっ

たこともあり、市民の皆さんからの声として議員の皆様からはご要望とか意見をいろいろ頂戴しました。私の

微力ながら行政運営に幾らか反映できるように努めてまいりましたけれども、結果として物足りなさが感じら

れたこともあるかと思いますが、そういうところはこの場をおかりして申し訳なく存じます。 

  私のやり残したことは次期の職員のほうにきちんと伝えていきたいと思います。皆様におかれましては、今

までどおり職員に対してご指導やご鞭撻を頂戴したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  私は４月から一市民となります。これまでできなかった、高校卒業してから臨時職員、そして正規の職員で

ずっと外の社会を知らずして務めてまいりましたので、地域に帰って何ができるかということを少し考えなが

らそこで役立てることを探しつつ、第２の人生を送っていきたいと思っております。 

  最後になりますけれども、議員の皆様のご健勝とご活躍を祈念して、ご挨拶に代えさせていただきたいと思
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います。本当に長い間お世話になり、ありがとうございました。（拍手） 

○浜口一利委員長 ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、東川観光課長、よろしくお願いいたします。 

○東川観光課長 お時間いただきまして、ありがとうございます。 

  また、議長には心温まるお言葉を頂戴しまして、重ねてお礼を申し上げたいと思います。 

  まず、私、振り返ってみますと、人とのつながりの大切さとこれに尽きるかなというふうに感じております。

３８年間やったんですけれども、そのうち観光担当はコンベンションの派遣の２年も含めると１１年、福祉の

関係は介護保険とかも入れると８年、３８年のうち半分は観光と福祉に携わってきたということで、最後は観

光か福祉かどちらかで終わりたいなと思っていたところです。最後の１年間だけ観光担当にしていただきまし

た。市長、副市長、総務課長にはお礼を申し上げたいと思います。願いがかないました。 

  それで、私、それとは別にまた組合のほうでも長く役員をさせていただいたということがあって、委員長を

２年、副委員長９年、書記長４年、そのほかにも県本部の青年部長とか執行委員もやらせていただきました。

そんな中で外へ出ていくことが多かったというようなこともあって、鳥羽市役所だけではなくてほかの自治体

の職員の皆さんとのつながりというのも多く持たせていただきました。そういうつながりの中で、それは組合

でのつながりなんですけれども、振り返ってみますとその組合でのつながりが仕事の面でも非常にスムーズに

進められるアドバイスをもらったりとか、一言添えるだけで仕事がぼんと進んだりとかそんなこともありまし

た。やっぱり外へ出ていって、この鳥羽市役所だけでなく外の世界も知るというか、見るということが自分に

とって非常に財産になったかなというふうに感じております。 

  冒頭、人とのつながりが大切と言いましたけれども、私と関わっていただいた、少しでも関わっていただい

た全ての皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

  最後になりますけれども、まだちょっと言わせてください、すみません、委員長、申し訳ないです。私、

４月からなんですけれども、地元奥谷の町内会長をさせていただくことになりました。ということで、面倒く

さい案件をぶら下げて議員の皆様には相談をさせていただきに参りますので、何とぞ引き続きよろしくお願い

を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。（拍手） 

○浜口一利委員長 観光課長、ありがとうございました。 

  続きまして、いつも下のほうから大きい声が聞こえてくるんですけれども、中山建設課長、よろしくお願い

します。 

○中山建設課長 あまり硬い話苦手なので、少し柔らかく話をさせていただきます。 

  私は平成１６年の採用ですので、３月末でまだ１７年です。既に世古議員と坂倉紀男議員は議員さんだった

と思います。私のほうが後だというふうに思っています。 

  議員の皆様には、これまで私の繰り出す多くのハード整備の予算をお認めいただきまして、誠にありがとう

ございます。おかげさまで１７年間、建設課一筋で、この市役所の本庁舎の皆さん覚えがあると思いますけれ

ども、展望棟を落として耐震改修をやった当時に始まりまして、昨年竣工しましたサブアリーナまで多くのハ

ード整備をさせていただき、建設技術者の冥利に尽きると私は思っております。 

  最後ですので、委員長に宣言してありますので、多くのハード整備の中で私が一番苦労した、悩んだ案件を
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一つだけ紹介をさせていただきます。採用３年目の平成１８年だったと記憶しております。教育委員会に連れ

られて答志島に渡りました。そこで会ったのが漁協の理事をされていた浜口委員長でございました。浜口委員

長だったと僕は記憶しているんですが、答志小学校の子供ら体育館がないので、雨が降ると体育ができやせん

と、ここに体育館建ててくれやせんかと指を指した先にあったのが細長い段々畑のような土地です。教育委員

会からも体育館を建てる補助金がないので、離島体験滞在交流促進事業という補助金を使いたいとこういうふ

うに言われまして、半日現地で座り込んで考えて悩んで考えました。小学生が作文でも書くように、地下のよ

うな細長い１階に調理室とか研修室を配置しまして答志島で漁業体験をしたり、捕った魚、海の幸を調理して

食べたりして体験、滞在して、２階には倍の大きさのアリーナを配置してそこで交流するという作文と私、建

築の設計やりますので、計画図を自分で書いて、離島体験滞在交流施設ということで補助申請をしましたら見

事採択されまして、平成２０年度末に竣工をいたします。 

  翌年度にこっそり補助対象外の渡り廊下を小学校からつないで、子供たちにとっては体育館としても使える

現在の答志コミュニティアリーナを造った覚えがあります。それまで役所の仕事はお堅い仕事だと思っていた

んですが、それから私のような優柔不断な緩い性格でも役所仕事が続けられるかもしれないな、そういうふう

に思うようになりまして、現在に至っているところでございます。議員の皆様には寛大なご配慮で、いろいろ

な経験をさせていただきました。本当にありがとうございます。 

  ここまでで終わろうと思ったんですが、先ほど東川課長がその後のことを言われましたので、内緒にしとっ

たと言われるといけませんので、私も実は安久志自治会の会長を来年度からするようにと先日の役員会で決ま

りまして、総会は書面会議になりますので、ほぼ決定かなと思いますので、またご無理を言いに来ると思いま

すので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。（拍手） 

○浜口一利委員長 私も今思い出すとそのようなことがあったように思います。爆弾発言ばかりで。本当にいい

ものが建っています。ありがとうございます。 

  次に、前田消防長、お願いします。 

○前田消防長 すみません、座ったままで失礼します。 

  大変貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。退職に際しまして、お礼の言葉を述べさせて

いただきたいと思います。 

  私は消防職員として４２年間、大きな事故やけがもなく、無事に務めさせていただくことができました。本

当にありがとうございました。 

  今日は皆さんのように体験記を語るとまた災害現場の話でかなり熱くなってしまいますので、今日は省略を

させていただきますけれども、消防に対しては各委員会等におきましても常に消防サイドに立った質問が非常

に多く、私といたしましては終始、応援演説に徹していただいたという印象を持っております。まだ私が次長

時代やとか課長補佐のときに、議員の皆さんからいろいろ消防に対して質問されたことはまたあんなこと言わ

せたやないか、こんなこと言わせたらいくかというようなご批判をよくいただいたんですけれども、それも全

て議員の皆さんの市民の声を聞いての発言だったかと思っております。本当にそのおかげもありまして１５年

間、夢にまで見た新消防庁舎も私の退職までに開庁することができました。本当にありがとうございました。 

  ただ、このコロナ禍等の諸事情によりましてまだ完成には至っておりませんが、残りは後輩職員に託しまし
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たので、今後もこれまで以上に消防行政に対するご理解とご支援をよろしくお願いしたいと思います。 

  新年度からは再任用職員として、後輩の足手まといにならないように、また鳥羽市民の安全・安心の一助と

なるように頑張りたいと思っておりますので、顔を見かけたときには無視をせずにお声かけをしていただけれ

ばありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  最後になりますけれども、議員の皆様方におかれましては健康には十分に気をつけていただきまして、今後

の益々のご活躍を祈念をいたしまして、私のお礼の言葉といたします。本当にお世話になりました。ありがと

うございます。（拍手） 

○浜口一利委員長 ありがとうございます。 

  浜口水道課長にも一言お願いしたいと思います。 

○浜口水道課長 貴重なお時間いただき、ありがとうございます。 

  私、技術職として市役所に採用されまして、長年、市役所のほうでものづくりの現場で自分の好きな仕事を

させていただきました。そんな中で現場で作業しておりますといろいろな市民との調整とかトラブルとかあり

ましたけれども、そんな中で議員の皆さんにも調整役として助けていただいて事業が進んだことも思い出しま

す。 

  また、議会との思い出といたしましては、思い浮かびますのが私が農水商工課長になったときにまだ新米課

長のときなんですけれども、緊張しながら参加しました文教産業の議員視察を思い出します。ここの中にもま

だ当時の議員の皆さんもおりますので、話がしやすいんですけれども、行った先が徳島県神山町というところ

です。そこは鳥羽と同じように過疎の町で、すごい山奥にあるんです。結構車で飛ばして、時間もなくて車の

中でパンを食べて移動した覚えがあります。そんな中で、そこのやっていたことといいますのは、光ファイバ

ーが整備されておりましたので、その光ファイバーを利用して企業誘致をやっておりました。ほかには空き家

もたくさんありましたので、空き家を利用した移住・定住です。その空き家を利用した移住・定住はワーク・

イン・レジデンス、人だけじゃなくて仕事もそこの町へ持ってきてもらうという、例えばパン屋さんに来ても

らうとかフレンチのお店に来てもらって町を活性づけるとかそのような取組をしておりました。そんな中で、

今日ちょっとお話ししたかったのは、企業誘致で今話しました光ファイバーによる取組なんですけれども、サ

テライトオフィスということで取り組んでおりました。それは東京のほうに本社があって、田舎の山奥にオフ

ィスがあると、そこで何人かの職員が働いていまして、結構な人が働いていたんです。 

  今、このコロナ禍でテレワークという言葉がもう浸透しましたけれども、鳥羽のほうでも、働き方改革も世

間では言われておりますので、それに取り組んで企業誘致ができたら雇用の場も広がるんじゃないかなと退職

する身なんですけれども、今さらながら思います。このほかにも鳥羽の持つ課題というのはたくさんあると思

うんですけれども、議員皆さんとまた市役所とが協力して鳥羽市の発展につながればなと思っております。 

  それと、最後に、これ言うべきなのかどうかちょっと悩んでおったんですけれども、消防長が言いましたの

で、私も言わないかんやろなと思って、私も再任用でまた４月からお世話になります。まだ配属先は分かりま

せんけれども、また顔を見たら何なりと声かけしていただけたらありがたいと思っております。また今後も、

議員の皆さんに鳥羽市の発展のためにご尽力いただければと思います。 

  以上で退職の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。（拍手） 
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○浜口一利委員長 浜口課長、ありがとうございました。 

  続いて、世古会計管理者、よろしくお願いします。 

○世古会計管理者 皆さん、長らくお話を聞いていただいてお疲れになっているかと思いますけれども、私が今

年度の退職者の最後ということで締めとはなりませんけれども、私が最後のご挨拶させていただきます。貴重

なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  私は市の職員として昭和５５年から４１年間、お世話になりました。これまでを振り返りますと、私はたく

さんの方々に支えていただき、今日を迎えることができたと思っております。多くの先輩方にかわいがっても

らい、同僚、後輩にも親しく接してもらいました。関わっていただいた皆様方に本当に感謝しております。 

  業務に関することを申しますと、昭和の後半から平成の初め頃までは、楽しく人情にあふれた職場環境の中

で仕事をしていたように思います。その当時の時代背景もよかったと思いますが、あの頃は公務員に対する住

民意識は非常に穏やかであったような感じです。職場や私生活でも職員間の交流も盛んで、親睦旅行やスポー

ツ交流などよくリフレッシュしながら和気あいあいとした環境で仕事をしていたのではないでしょうか。しか

し、その後の社会情勢などや行政事務も情報機器の導入により多様化するとともに、地方分権が叫ばれ、市民

ニーズも変化し出したと思います。 

  そのような中、私は平成５年、総務課に配属され、議会対応、防災対策、行政改革、地方分権などといった

仕事を７年間担当させていただきました。そのおかげで行政職員としての基礎を学ぶことができたと思ってお

ります。現在の私が仕事に取り組む考え方や市民との接し方にも大きな影響を受けました。貴重な経験をした

ことで、その後、重要な仕事にも携わったと思っております。 

  平成１７年に行政改革推進室に配属され、財政健全化や事務事業の見直しなどを取りまとめた行政改革プラ

ンの策定にも関わりました。そこでは３年間勤務させていただきました。 

  平成２０年には子育て支援室長として子供たちに関わる業務を担当し、そこでは児童・生徒の困り事相談や

見守りなどが必要な子供の相談などを受け入れる組織を立ち上げることができました。現在もこの組織はあり

ますけれども、この立ち上げは私は本当にすごくよかったなと感じられます。ほかにも桃取保育所の移転や給

食の民営化、今浦朝市、ファミリーサポートセンター事業、病児・病後児保育の開始など多くの新規事業を手

がけました。 

  翌年の平成２１年に防災危機管理室に配属となり、ここでは激務の５年間だったと今思っております。思い

返しますと苦労もありましたが、やりがいのある仕事をさせていただいたなと感じております。１年目には新

型コロナウイルス、いわゆるあの当時は豚コレラですか、その発生により職員の業務継続計画の策定や感染症

対策としてマスク、消毒液の一括購入など全庁の取りまとめを行い、この辺が苦慮したことを記憶しておりま

す。２年目が終えようとしていた平成２３年３月１１日、東日本大震災が発生し、この災害により防災対策の

重要性を一段と認識しました。そのような中、その年の１１月５日が津波防災の日に定められたこともあり、

その日にほぼ全ての町内会・自治会の協力を得て鳥羽市一斉避難訓練を実施しました。また、津波避難路整備

や海抜表示の設置、防災出前トークやタウンウオッチング、災害時要援護者台帳の整備など町内会の方々と一

体となり、住民への防災意識の向上に努めてきました。 

  平成２６年から５年間は教育委員会への配属となり、社会教育の推進や子供たちの教育環境の整備などに携
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わりました。 

  私にとっての終盤の十数年間は優秀な部下に恵まれたことによって、これまでの業務を成し遂げられたと思

っております。私がやったのではなく、それぞれの職員の頑張りによってできたとこれは本心で思っておりま

す。ただただ若い職員に感謝しております。自分自身が多くの先輩にかわいがってもらったことを、後輩の職

員に返していくということを心に刻みながら仕事に励んできました。先日も戸上議員が鳥羽民報で掲載してい

ましたけれども、刻石流水、かけた情は水に流せ、受けた恩は刻めというこのことは、私は本当に痛感してお

ります。 

  最後になりますが、議員の皆様方には本当によくしていただきましてありがとうございます。皆様に対しま

しては心安くお話しさせてもらったと思っております。失礼に思われることもあったかもしれませんが、この

場をおかりしてどうぞお許しください。 

  私の今後につきましては、まず健康でいなければいけないと思っておりますので、そこに重点を置きながら

楽しく今後を過ごしていきたいと思っております。また、これまで私を支えてくれた郷土に何らかの形で貢献

できればと考えております。 

  つたない話を長々としてしまい、申し訳ございませんでした。私は自由に話すと取り留めなく話してしまい

ますので、こういったものをまとめさせてもらって話させてもらいました。堅苦しいところもありますけれど

も、どうぞ皆さん、本当にありがとうございました。 

○浜口一利委員長 ありがとうございました。 

  ただいま退職を迎える６人の方々、それぞれ長きにわたっての思いの言葉を語っていただきました。私も途

中笑いながらも聞かせていただいたんですけれども、本当は感傷的になっています。６０過ぎると本当、議長

と同じで感傷的になるもので、すみません。 

  市長、また副市長も本当にありがとうございました。 

  私からの予算審査の感想などを述べさせていただきます。 

  まず、委員の皆様方、この４日間にわたり慎重に予算審査をしていただき無事終了することができました。

本当にありがとうございます。また、執行部の皆様も本当にありがとうございました。 

  今回は骨格予算での４日間、審査に臨みました。この１年間は令和２年度予算確定後からのコロナ禍におい

て、予期せぬ行政運営を余儀なくされた１年かと思っています。この影響は３年度も続き、鳥羽市の歳入にも

大きく影響します。歳入不足をどこで補塡できるか、国からの支援は満額ではありません。予算書見たら、本

当半分です。市税減収をどこで補塡できるか、自主財源確保の重要性を感ずるところかと思います。自主財源

の確保の取組は進めていますが、その中でもふるさと納税に期待するところが大きいと思います。しかし、全

国各地での競争も激しく、また国の方針も変わるかもしれない、非常に危うい点が懸念されます。私は予算委

員会の１日目の審査の焦点と思っていたところなんですけれども、審査の内容を少し高めることができなかっ

たと反省はしております。その中で議長も触れられたことなんですけれども、ふるさと納税に７億円、いろい

ろこれには意見もありましたが、私もこれについては評価したいと思います。ぜひとも達成して、それより上

を目指す、議会も共に結集すべきだと思います。 

  ２日目以降の審査については、委員はじめ執行部の皆様方のご協力でよい審査ができたのではと内心思って
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おります。 

  全体として、財政当局も苦心の骨格予算編成だったように感じています。このコロナ禍での財政出動での財

政調整基金の少ないところ、当局も感じたところかと思います。我々も同じ思いです。その中で財政健全化を

目指すことは基本ですが、事業見直しとそれと相反する市民サービス、議論の展開も議員との間で多くあった

４日間と思います。この２１日に政府も緊急事態宣言解除の方針を打ち出しました。これまで以上に感染対策

の中での生活支援、経済政策も集中的に展開しなければとそのようなことになっています。早急な施策展開を

我々は求めています。今後もよりよき方向へ議会と執行部、よく言われる言葉なんですけれども、両輪である

ことを目指していきたいとこの４日間を通じてさらに強く思いました。 

  本当に簡単な総括でございますけれども、予算委員長としての私の総括としたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

  以上をもちまして本日の委員会を終結しますが、当初予算審査に係る委員長報告については委員長にご一任

をお願いをいたします。 

  本日は、これをもちまして散会いたします。 

  どうもありがとうございました。ご苦労さまです。 

（午後 １時４７分 散会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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